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は
じ
め
に

江
戸
時
代
、
十
二
回
に
わ
た
っ
て
朝
鮮
通
信
使
が
来
日
し
た
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
通
信
使
は
、
帰
国
後
に
国
王
へ
報
告

す
る
義
務
が
あ
り
、
正
使
・
副
使
は
も
と
よ
り
、
従
事
官
・
訳

官
・
書
記
官
ら
も
加
わ
っ
て
多
く
の
日
本
紀
行
文
「
使
行
録
（
1
）
」
が

残
さ
れ
た
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
来
日
し
た
使
行
員
自
ら
が
記
録
し

た
日
本
体
験
録
で
あ
り
、
国
王
の
使
節
に
選
ば
れ
た
誇
り
を
背
景

に
描
か
れ
た
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し

「
使
行
録
」
は
、
単
な
る
個
人
的
な
旅
日
記
で
は
な
い
。
通
信
使

は
国
家
的
な
使
命
を
帯
び
、
筆
者
は
朝
鮮
王
朝
の
高
官
た
ち
ば
か

り
、
そ
れ
も
使
行
の
背
景
に
「
進
ん
だ
」
朝
鮮
文
化
を
日
本
へ
伝

え
よ
う
と
す
る
目
的
意
識
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
2
）
。
こ
の
た
め
「
使
行
録
」
に
は
、
通
信
使
の
書
画
を

求
め
て
多
く
の
人
々
が
宿
所
に
押
し
か
け
た
こ
と
な
ど
、
朝
鮮
文

化
が
い
か
に
日
本
で
好
評
を
得
た
か
が
随
所
に
記
述
さ
れ
て
い
る

反
面
、
日
本
独
自
の
文
化
や
芸
術
に
目
を
向
け
た
記
事
は
少
な
い
。

近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
江
戸
城
で
演
じ
ら
れ
た
能
・
狂
言
は

や
か
ま
し
い
だ
け
（『
癸
未
東
槎
録
（
3
）
』）、
歌
舞
伎
に
は
嫌
悪
感
を

抱
く
（『
海
游
録
（
4
）
』）
な
ど
の
記
事
に
依
拠
し
て
、
通
信
使
は
雅
楽

を
除
く
日
本
文
化
に
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
た
と
い

う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
（
5
）
。

と
こ
ろ
が
通
信
使
を
接
待
す
る
側
の
対
馬
藩
宗
家
側
に
残
さ
れ

た
膨
大
な
「
通
信
使
記
録
（
6
）
」
を
み
る
と
、
江
戸
藩
邸
で
の
饗
応
が

恒
例
行
事
に
組
ま
れ
た
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
を
契
機
に
、

肩
の
凝
ら
な
い
庶
民
芸
能
の
数
々
が
使
行
員
ら
へ
披
露
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
明
す
る
。
種
目
は
、
歌
舞
伎
・
人
形
浄
瑠
璃
・
手

品
・
軽
業
（
曲
芸
）・
花
火
・
猿
回
し
・
松
井
源
水
一
座
の
大
道

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

田

代

和

生

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

四
一
（
四
一
）



芸
等
々
、
実
に
多
種
多
様
な
、
そ
れ
も
言
葉
が
分
か
ら
な
く
て
も

見
る
だ
け
で
楽
し
め
る
演
芸
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
記
述
が
詳
細

に
な
る
近
世
中
期
の
記
録
か
ら
は
、
演
目
・
役
者
名
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
通
信
使
が
最
も
好
ん
だ
猿
回
し
に
至
っ
て
は
手
配
師
や

猿
の
名
前
ま
で
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
専
門
研
究
の
少
な
い
江
戸

期
庶
民
文
化
に
か
か
わ
る
貴
重
な
史
料
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
さ

ら
に
人
形
浄
瑠
璃
の
役
者
構
成
か
ら
は
、
上
方
発
祥
の
義
太
夫
節

を
取
り
入
れ
た
一
座
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
意

外
に
も
申
維
翰
の
『
海
游
録
』
に
は
そ
の
場
面
を
生
き
生
き
と
描

写
し
た
記
述
が
み
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
日
本
の
庶
民
芸
能
に
対
す
る

異
国
人
の
熱
い
視
線
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
の
通
信
使
研
究
は
、
通
信
使
側
の
「
使
行
録
」
へ
の

依
存
度
が
高
い
反
面
、
宗
家
側
の
「
通
信
使
記
録
」
に
よ
る
検
証

が
ほ
と
ん
ど
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
ま
ず
「
通
信
使
記
録
」
に
よ
っ
て
、
通
信
使
へ
の
庶
民
芸

能
披
露
の
歴
史
的
経
緯
と
そ
の
内
容
を
使
行
時
期
別
に
詳
細
に
明

ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
背
景
に
あ
る
江
戸
期
庶
民
文
化
発

展
の
歴
史
を
探
っ
て
み
た
い
。
さ
ら
に
「
使
行
録
」
か
ら
は
、
な

ぜ
通
信
使
が
享
保
期
（
一
七
一
九
年
）
に
限
っ
て
歌
舞
伎
に
対
す

る
嫌
悪
感
を
露
わ
に
し
た
の
か
、
向
け
ら
れ
た
怒
り
の
正
体
を
分

析
す
る
と
と
も
に
、
随
行
員
の
目
に
映
っ
た
日
本
の
庶
民
芸
能
に

対
す
る
様
々
な
反
応
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

註（
１
）
歴
代
通
信
使
の
「
使
行
録
」
は
、『
国
訳
海
行
�
載
』（
韓
国
民

俗
文
化
文
庫
刊
行
会
）
に
原
文
（
漢
文
）
と
韓
国
語
訳
が
収
録
さ

れ
て
い
る
。

（
２
）
夫
馬
進
『
朝
鮮
燕
行
使
と
朝
鮮
通
信
使
』（
名
古
屋
大
学
出
版

会
、
二
〇
一
五
年
）
一
七
〜
一
八
頁
。
同
書
に
よ
る
と
、
通
信
使

は
燕
行
使
（
北
京
へ
の
使
節
）
と
異
な
り
、
幕
府
と
の
間
に
重
要

な
外
交
的
懸
案
を
解
決
す
る
任
務
を
持
た
な
い
か
わ
り
に
、
唱
和

を
中
心
と
し
た
文
化
交
流
を
派
遣
目
的
と
し
、
そ
の
た
め
に
燕
行

使
に
は
い
な
い
文
章
を
専
門
と
す
る
従
事
官
と
書
記
を
三
名
も
同

行
さ
せ
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
公
務
員
と
し
て
朝
鮮
（
中
華
）
の
文

化
を
輝
か
せ
る
任
務
を
負
っ
て
い
た
、
と
す
る
。

（
３
）
筆
者
不
明
。『
国
訳
海
行
�
載
』
Ⅴ
収
録
。

（
４
）
申
維
翰
著
。『
国
訳
海
行
�
載
』
Ⅰ
収
録
。

（
５
）
金
文
京
「
燕
行
使
と
通
信
使
が
見
た
中
国
と
日
本
の
演
劇
」

（『
朝
鮮
時
代
の
〈
燕
行
使
・
通
信
使
〉
に
関
す
る
韓
・
中
・
日
三

国
の
国
際W

orkshop

』
日
本
語
発
表
文
、
二
〇
一
四
年
。
の
ち

に
鄭
光
・
藤
本
幸
夫
・
金
文
京
編
『
燕
行
使
と
通
信
使
』
博
聞
社
、

二
〇
一
四
年
に
収
録
）
一
七
一
〜
一
七
二
頁
。

（
６
）
歴
代
の
「
通
信
使
記
録
」
は
、
清
書
本
が
韓
国
国
史
編
纂
委
員

会
に
、
下
書
き
本
が
慶
應
義
塾
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
に
東
京
国
立
博
物
館
本
を
加
え
て
マ
イ
ク
ロ
出
版
し
た
『
対
馬

宗
家
文
書

朝
鮮
通
信
使
記
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
〜
二

〇
〇
〇
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

四
二
（
四
二
）



一
、
歴
代
通
信
使
の
見
た
庶
民
芸
能

慶
長
十
二
年
（
一
六
〇
七
）・
元
和
三
年
（
一
六
一
七
、
伏
見

行
礼
）・
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
ま
で
の
三
回
の
通
信
使
は
、

国
交
回
復
期
の
緊
張
し
た
政
治
情
勢
の
な
か
、
国
書
偽
造
や
改
ざ

ん
が
繰
り
返
し
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
宗
家
側
の
記
録
は

後
世
の
よ
う
に
整
っ
て
お
ら
ず
、
私
邸
へ
の
招
待
と
芸
能
観
賞
に

つ
い
て
の
記
述
も
な
く
、
ま
た
通
信
使
側
の
使
行
録
か
ら
も
芸
能

観
賞
の
こ
と
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
1
）
。

江
戸
屋
敷
で
の
芸
能
観
賞
の
記
録
上
の
初
見
は
、
寛
永
十
二
年

（
一
六
三
五
）
将
軍
家
光
の
た
っ
て
の
希
望
で
来
日
し
た
馬
上
才

と
、
そ
れ
を
率
い
る
訳
官
洪
喜
男
等
を
も
て
な
し
た
と
き
で
あ
る
（
2
）
。

こ
の
馬
上
才
一
行
（
二
一
人
）
が
来
日
し
た
こ
ろ
、
江
戸
で
は
い

わ
ゆ
る
「
柳
川
事
件
」
の
審
理
中
に
あ
り
、
三
月
十
一
日
江
戸
城

で
の
対
決
を
経
て
宗
家
側
の
勝
利
が
確
定
す
る
や
、
幕
府
は
宗
義

成
へ
来
年
度
中
に
通
信
使
を
来
日
さ
せ
る
よ
う
命
じ
た
。
一
行
の

江
戸
入
り
は
三
月
晦
日
、
出
立
は
五
月
七
日
で
あ
る
。
こ
の
間
宗

義
成
は
、
今
後
の
日
朝
外
交
の
鍵
を
握
る
洪
喜
男
等
を
篤
く
も
て

な
し
、
全
員
を
七
年
前
に
新
築
し
た
広
大
な
対
馬
屋
敷
（
3
）
へ
滞
在
さ

せ
た
。
江
戸
城
八
重
洲
河
岸
に
お
け
る
将
軍
上
覧
（
四
月
二
十

日
）
と
、
連
日
の
よ
う
に
要
請
さ
れ
る
諸
大
名
邸
で
の
曲
馬
披
露

を
こ
な
し
、
江
戸
出
立
の
前
日
で
あ
る
五
月
六
日
の
江
戸
屋
敷
の

日
記
（
4
）
に
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

昼
、（
洪
喜
男
）

洪
同
知
・（
崔
義
吉
）

崔
判
事
・（
張
孝
仁
）

張
司
果
・（
金
貞
）

金
司
果
御
振
廻
、
古
き

御
寝
之
間
、
庭
ニ
而

（
操
）

あ
や
つ
り
を
御
見
せ
被
成
候
、
そ
れ
過

候
而
後
、

（
マ

マ
）

さ
ん
ば
う
す
か
だ
い
な
ど
出
候
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
宴
会
に
は
一
行
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
訳

官
の
洪
喜
男
と
崔
義
吉
、
そ
れ
と
馬
上
才
を
演
じ
た
訓
練
都
監
の

張
孝
仁
と
金
貞
の
四
名
が
招
か
れ
て
い
る
。
宴
席
は
屋
敷
の
「
御

寝
之
間
」（
奥
座
敷
）
に
設
け
ら
れ
、
庭
に
し
つ
ら
え
た
舞
台
で

「
あ
や
つ
り
」
が
演
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。

「
あ
や
つ
り
」（
操
）
と
は
、
後
に
「
か
ら
く
り
」
の
名
で
呼
ば

れ
る
細
工
人
形
・
仕
掛
人
形
が
能
や
曲
舞
の
謡
に
あ
わ
せ
て
踊
り

な
ど
を
舞
っ
て
み
せ
る
人
形
戯
で
あ
る
。
こ
の
人
形
戯
は
、
も
と

も
と
は
中
世
末
に
「
え
び
す
か
き
」（
夷
舁
）
と
称
す
る
人
形
を

扱
う
芸
能
集
団
が
西
宮
を
本
拠
に
西
国
地
方
で
興
行
し
て
い
た
も

の
で
、
近
世
初
め
に
な
る
と
京
都
の
公
家
衆
の
屋
敷
で
も
盛
ん
に

上
演
さ
れ
、
そ
の
カ
ラ
ク
リ
的
技
法
が
人
々
の
目
を
驚
か
し
て
い

た
と
い
う
（
5
）
。
馬
上
才
へ
の
上
演
の
前
後
、
対
馬
屋
敷
で
は
来
客
へ

の
振
舞
や
家
中
へ
の
慰
み
と
し
て
、
操
・
歌
舞
伎
・
踊
な
ど
が
し

ば
し
ば
催
さ
れ
て
お
り
（
6
）
、
そ
の
選
定
に
あ
た
っ
た
の
が
宗
義
成
の

正
妻
お
福
、
す
な
わ
ち
京
都
の
公
家
日
野
資
勝
の
娘
（
7
）
で
あ
る
。
馬

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

四
三
（
四
三
）



上
才
は
通
信
使
で
は
な
い
が
、
緊
張
づ
く
め
の
曲
馬
上
覧
を
成
功

さ
せ
、
来
年
の
通
信
使
来
日
要
請
を
含
む
重
要
な
下
交
渉
役
を
果

た
し
た
功
績
は
重
要
で
、
一
行
へ
の
慰
労
と
感
謝
の
意
を
込
め
た

も
て
な
し
に
、
奥
方
が
肩
の
凝
ら
な
い
カ
ラ
ク
リ
人
形
戯
を
選
ん

だ
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

馬
上
才
来
日
の
翌
寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）、
第
四
次
通
信

使
が
来
日
す
る
が
、
こ
の
時
も
江
戸
屋
敷
に
お
け
る
芸
能
観
賞
は

確
認
で
き
な
い
（
8
）
。
通
信
使
一
行
の
見
物
が
確
実
な
の
は
、
第
五
次

寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
以
降
で
あ
る
。
こ
の
と
き
か
ら
発
足

前
に
取
り
交
わ
す
「
講
定
節
目
」
に
「
到
江
戸
竣
事
後
、
請
宴
於

島
主
私
室
」
と
記
さ
れ
（
9
）
、
江
戸
屋
敷
で
の
饗
応
が
一
行
の
行
程
に

正
式
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
来
日
し
た
総
勢
四
七

七
人
（
う
ち
約
一
〇
〇
人
が
大
坂
残
留
）
の
通
信
使
は
七
月
八
日

江
戸
入
り
し
、
十
八
日
国
書
奉
呈
を
終
え
た
二
日
後
の
二
十
日
、

江
戸
屋
敷
に
お
い
て
馬
上
才
演
技
終
了
後
に
信
使
饗
宴
が
行
わ
れ
、

そ
の
席
上
次
の
よ
う
な
見
物
も
の
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
10
）
。

○
信
使
昼
時
分
来
駕
、
門
之
内
ニ
而
輿
よ
り
下
ル
、
上
々
官
二

人
門
之
外
ニ
而
乗
物
ヲ
下
ル
、
信
使
（
玄

関
）

け
ん
く
わ
ん
ニ
入
候
時

（
以
酊
庵
）

長
老
二
人
・（
宗
義
成
）

予
寄
付
迄
出
会
奥
へ
通
（
中
略
）、
三
使
振
廻

過
、
奥
之
間
ニ
通
後（
段
）
團
出
ス
、
酒
宴
之
中（
後
の
宗
義
真
）

彦
満
出
、
三
使
と

盃
取
か
わ
す
、
其
後（
大
河
内
利
綱
）

松
平
佐
渡
守
殿
被
出
、
正
使
と
盃
取
か

へ
ら
る
、
為
馳
走
（
歌
舞
伎
）

か
ふ
き
・
花
火
・
手
術
・
猿
ま
ハ
し
等
相

催
、
信
使
為
座
興
詩
数
篇
被
作
、
及
暮
被
帰
、

初
め
て
通
信
使
一
行
を
前
に
上
演
さ
れ
た
芸
は
、
馬
上
才
の
と
き

と
比
べ
て
極
め
て
多
彩
な
内
容
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
上
演

種
目
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
（
11
）
。

歌
舞
伎
…
通
信
使
使
行
録
（
12
）
に
「
童
優
」
と
あ
り
、
近
世
初
期
に

女
歌
舞
伎
と
一
時
期
並
行
し
て
行
わ
れ
、
後
に
若
衆
歌
舞
伎

へ
受
け
継
が
れ
て
い
く
少
年
に
よ
る
「
童
男
歌
舞
伎
」
の
こ

と
（
13
）
。

花
火
…
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
近
世
初
期
町
方
の
子
供
遊
び
と
し

て
撚
・
線
香
・
鼠
な
ど
が
あ
る
。

て
わ
ざ

て
づ
ま

手
術
（
手
業
）…
手
妻
と
も
称
し
、
奇
術
・
手
品
を
演
じ
る
中

ほ
う
か

国
伝
来
の
幻
術
。
後
述
す
る
放
下
に
同
じ
。

猿
回
し
…
猿
曳
・
猿
飼
と
も
称
し
、
年
始
の
門
付
芸
・
辻
芸
と

し
て
中
世
か
ら
盛
ん
に
演
じ
ら
れ
て
い
る
（
14
）
。

馬
上
才
の
時
同
様
、
大
役
を
担
う
通
信
使
一
行
を
慰
め
る
た
め
に
、

そ
れ
も
異
国
か
ら
の
客
人
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
「
劇
」「
語

り
物
」
を
避
け
、
観
て
楽
し
い
娯
楽
も
の
ば
か
り
が
選
定
さ
れ
て

い
る
。
宗
家
側
の
記
録
の
最
後
に
「
信
使
為
座
興
詩
数
篇
被
作
、

及
暮
被
帰
」
と
あ
り
、
信
使
ら
が
座
興
と
称
し
て
即
興
で
数
篇
の

詩
を
作
り
、
夕
暮
れ
ど
き
ま
で
遊
ん
だ
と
い
う
か
ら
、
一
行
の
満

史
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足
度
は
か
な
り
高
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
こ
に
も
お
福
の
内
助
の
功

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
寛
永
二
十
年
を
境
に
、
通
信
使
の
江
戸
で
の
行
事
に
、
対

馬
藩
邸
で
の
宴
享
と
芸
能
披
露
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
の
【
表
１
】
は
、
先
述
し
た
馬
上
才
以
降
、
江
戸
行
き
最
後
と

な
っ
た
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
ま
で
の
歴
代
通
信
使
に
披
露

さ
れ
た
出
し
物
の
種
類
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
享
保
期
以
降
の

上
演
内
容
は
次
章
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
正
徳
期

ま
で
の
出
し
物
の
う
ち
ま
だ
言
及
し
て
い
な
い
種
目
に
つ
い
て
簡

単
な
説
明
を
付
し
て
お
く
。

く

も
ま
い

蜘
蛛
舞
…
綱
わ
た
り
。
軽
業
の
一
種
で
、
長
崎
に
停
泊
す
る
オ

か

こ

ラ
ン
ダ
船
で
黒
人
の
水
手
が
帆
縄
を
歩
く
動
作
が
蜘
蛛
に
似

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
き
た
と
い
う
（
15
）
。

ほ
う
か

こ
き
り
こ

放
下
…
小
切
子
（
筒
竹
）
を
打
ち
な
が
ら
放
下
歌
に
あ
わ
せ
、

奇
術
・
手
品
な
ど
の
幻
術
を
す
る
中
世
か
ら
の
大
道
芸
。

か
ご
ぬ
け

籠
抜
…
延
宝
期
（
一
六
七
〇
年
代
）
に
長
崎
に
伝
来
し
、【
図

１
】
の
よ
う
に
大
き
な
異
国
風
の
菅
笠
を
被
っ
て
籠
を
く
ぐ

り
抜
け
る
芸
（
16
）
。

は
し

ご

軽
業
…
綱
渡
り
（
蜘
蛛
舞
）・
梯
子
乗
り
・
籠
抜
な
ど
、
曲
芸

も
の
一
般
。

で

く

木
偶
つ
か
い
…
前
出
人
形
戯
に
同
じ
。
人
形
を
操
っ
て
踊
り
や

【表１】 対馬藩邸における饗宴と見物もの（月日は日本暦、＊馬上才上覧日）

出典

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

出典 ①『寛永十二年日々記』 ②金東溟『海槎録』（国訳海行�載Ⅳ） ③『寛永廿癸未年朝鮮通信使記録』巻六
④『明暦元乙未年信使来聘記 於江戸御屋敷御振舞帳』 ⑤『天和信使記録 江戸御在留中毎日記』
⑥『正徳信使記録 信使奉行信使江戸在留中毎日記』 ⑦『享保信使記録 江戸留守中毎日記』
⑧『延享信使記録 信使立御在府中毎日記』 ⑨『宝暦信使記録 御供方毎日記御在府中』
①③宗家文書・長崎県立対馬歴史民俗資料館所蔵 ④⑤⑥宗家文書・韓国国史編纂委員会所蔵
⑦⑧⑨宗家文書・慶應義塾図書館所蔵

江戸出立日

５月７日

１２月２９日

８月６日

１１月１日

９月１２日

１１月１９日

１０月１５日

６月１３日

３月１１日

藩邸饗宴日 出し物

５月６日 操

１２月１６日 不明（三使辞退・軍官等出席）

７月２０日 猿回し・歌舞伎・花火・手術

１０月２８日 猿回し・蜘蛛舞・放下

９月７日 猿回し・蜘蛛舞・放下・籠抜け

１１月６日 猿回し・軽業・木偶つかい

１０月９日 躍（歌舞伎）・木偶つかい（人形浄瑠璃）

６月６日 猿回し・人形浄瑠璃

３月５日 猿回し・人形浄瑠璃・大道芸

国書奉呈日

４月２０日＊

１２月１３日

７月１８日

１０月８日

８月２７日

１１月１日

１０月１日

６月１日

２月２７日

年 代

寛永１２年（１６３５）

寛永１３年（１６３６）

寛永２０年（１６４３）

明暦元年（１６５５）

天和２年（１６８２）

正徳元年（１７１１）

享保４年（１７１９）

延享５年（１７４８）

宝暦１４年（１７６４）

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

四
五
（
四
五
）



カ
ラ
ク
リ
物
を
演
じ
る
（
人
形
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
は
後
述
）。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
伝
統
的
な
庶
民
芸
に
加
え
、
長
崎
か
ら
の
い

わ
ゆ
る
舶
来
物
の
目
新
し
い
曲
芸
な
ど
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
実

に
多
彩
な
芸
能
が
上
演
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
日
本
文
化
を
外

国
使
臣
へ
紹
介
し
よ
う
な
ど
と
い
っ
た
格
式
ば
っ
た
雰
囲
気
は
な

く
、
国
書
奉
呈
を
終
え
た
一
行
の
緊
張
感
を
ほ
ぐ
す
た
め
の
、
遊

び
感
覚
と
し
て
の
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
「
猿
回
し
」
は
、
朝
鮮
半
島
に
猿
が
生
息
し
な
い
こ
と
も

あ
っ
て
、
通
信
使
へ
の
出
し
物
の
定
番
と
も
な
っ
て
い
る
（
前
出

【
表
１
】
参
照
）。
と
こ
ろ
で
こ
の
お
気
に
入
り
の
猿
回
し
が
、
た

っ
た
一
回
だ
け
演
目
か
ら
外
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
唯
一
、
使
行

録
に
悪
評
を
書
き
留
め
ら
れ
た
享
保
期
の
通
信
使
で
あ
る
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
歴
代
通
信
使
は
庶
民
芸
能
へ
好
意
的
な
記
述
を
し

て
い
る
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
な
ぜ
享
保
期
だ
け
が
例
外
だ
っ
た

の
か
。
次
に
享
保
期
の
対
馬
藩
邸
に
お
け
る
出
し
物
を
と
り
あ
げ
、

悪
評
の
原
因
を
考
察
し
て
い
く
。

註（
１
）
近
世
初
期
の
日
朝
関
係
、
特
に
国
書
改
ざ
ん
事
件
に
つ
い
て
は

田
代
和
生
『
書
き
替
え
ら
れ
た
国
書
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
三

年
）
を
参
照
。
通
信
使
の
使
行
ご
と
の
日
程
に
つ
い
て
は
、
三
宅

英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
文
献
出
版
、
一
九
八
六
年
）、

仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』（
明
石
書
店
、
一
九
九
七

年
）
を
参
照
。
但
し
両
書
と
も
日
付
は
朝
鮮
暦
を
用
い
て
い
る
。

（
２
）
馬
上
才
の
来
日
要
請
は
、「
柳
川
事
件
」
の
審
理
の
過
程
で
将

軍
家
光
が
朝
鮮
の
交
隣
に
対
す
る
誠
意
の
確
認
と
、
宗
義
成
の
交

渉
能
力
を
探
る
た
め
と
さ
れ
る
。
馬
上
才
に
つ
い
て
は
中
村
栄
孝

『
朝
鮮
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
）
一
六
五
〜
一
七
四
頁
、

仲
尾
宏
『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』（
前
掲
）
附
篇
朝
鮮
通
信
使

の
馬
上
才
と
『
馬
上
才
之
図
』
を
参
照
。
な
お
訳
官
洪
喜
男
は
、

寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
の
第
三
次
通
信
使
来
日
以
降
、
第
四
次

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）、
第
五
次
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）、

第
六
次
明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
の
計
四
回
に
わ
た
っ
て
通
信
使

上
々
官
を
務
め
、
近
世
初
期
の
日
朝
外
交
に
お
い
て
極
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

（
３
）
対
馬
屋
敷
は
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
向
柳
原
の
藤
堂
高
虎
邸

の
隣
地
を
下
賜
さ
れ
、
翌
年
に
屋
敷
が
完
成
す
る
。
敷
地
は
一
万

四
千
坪
余
り
で
、
通
信
使
来
日
時
に
は
屋
敷
内
の
馬
場
で
馬
上
才

演
技
が
行
わ
れ
る
。
元
禄
十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
の
記
録
で
は
表

【
図
１
】
籠

抜

『
和
漢
三
才
図
絵
』
巻
十
六
よ
り

史
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屋
敷
だ
け
で
千
七
〇
〇
坪
余
り
、
別
棟
と
の
総
計
は
二
千
四
〇
〇

坪
余
り
で
あ
る
（
鈴
木
棠
三
編
対
馬
叢
書
『
宗
氏
家
譜
略
』、
宗
家

記
録
『
江
戸
御
本
屋
敷
御
新
宅
坪
数
帳
』
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民

俗
資
料
館
所
蔵
、『
東
京
市
史
稿
』
市
街
篇
第
四
）。

（
４
）
宗
家
文
書
『
寛
永
十
二
年
日
々
記
』
五
月
六
日
条
（
長
崎
県
立

対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）。
鈴
木
博
子
「
対
馬
宗
家
文
書
『
江

戸
藩
邸
毎
日
記
』
歌
舞
伎
・
浄
瑠
璃
上
演
記
事
（
寛
永
五
年
か
ら

貞
享
三
年
ま
で
）」（『
演
劇
研
究
会
会
報
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
三

年
）
五
二
頁
、
五
七
頁
。

（
５
）
山
路
興
造
「
操
浄
瑠
璃
の
成
立
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽

第
７
巻
『
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一

九
九
八
年
）
三
二
〜
四
九
頁
。
な
お
寛
永
期
は
語
り
物
を
主
と
す

る
「
操
浄
瑠
璃
」（
人
形
浄
瑠
璃
）
の
草
創
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
も

「
あ
や
つ
り
」
と
称
す
る
。
た
だ
し
通
信
使
へ
の
演
目
は
、
言
葉
を

解
せ
ず
と
も
観
る
だ
け
で
楽
し
い
「
か
ら
く
り
」「
手
妻
」「
踊
」

「
軽
業
」
な
ど
が
常
に
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
人
形
浄
瑠
璃
が
全

盛
時
代
を
迎
え
た
近
世
中
期
以
降
も
こ
れ
は
変
わ
ら
な
い
（
本
稿

三
章
参
考
）。

（
６
）
鈴
木
博
子
「
大
名
屋
敷
に
お
け
る
芝
居
享
受
―
対
馬
藩
宗
家
を

中
心
に
―
」（『
帝
塚
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
三
一
号
、
二
〇

一
二
年
）
四
四
〜
四
五
頁
。

（
７
）
正
室
の
お
福
は
、
元
和
六
年
（
一
六
二
〇
）
宗
義
成
と
の
婚
姻

後
対
馬
に
居
住
す
る
が
、
寛
永
七
年
（
一
六
三
〇
）
幕
府
の
政
策

に
よ
り
江
戸
住
ま
い
と
な
る
。
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
江
戸
藩

邸
に
て
死
去
。
江
戸
の
菩
提
寺
養
玉
院
は
、
お
福
の
法
名
に
よ
る
。

宗
家
と
日
野
家
、
あ
る
い
は
お
福
と
養
玉
院
に
つ
い
て
は
田
代
和

生
「
宗
家
と
養
玉
院
」（『
瑞
應
―
養
玉
院
四
百
年
史
』
養
玉
院
発

行
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
な
お
、
お
福
は
宗
家
へ
嫁
入
り
す

る
前
年
の
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
二
月
三
日
、
実
家
の
日
野
家

に
お
い
て
、
そ
の
頃
「
え
び
す
か
き
」（
夷
舁
）
と
称
し
、
人
形
を

扱
う
芸
能
集
団
が
演
じ
る
能
人
形
を
楽
し
ん
で
い
る
（
山
路
興
造

「
操
浄
瑠
璃
の
成
立
」
前
掲
註
５
、
三
六
頁
）。

（
８
）
寛
永
十
三
年
、「
大
君
」
号
を
用
い
た
新
し
い
書
式
の
国
書
奉

呈
が
無
事
に
終
わ
り
、
宗
義
成
は
二
度
（
十
二
月
十
六
日
、
同
二

十
六
日
）
に
わ
た
り
信
使
一
行
を
屋
敷
へ
招
待
す
る
が
、
二
度
と

も
三
使
は
来
訪
を
断
っ
て
い
る
。
た
だ
し
一
度
目
の
方
に
は
軍
官

等
が
出
席
し
、
屋
敷
で
馬
上
才
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
宿
所
へ
戻

っ
た
軍
官
等
は
、
屋
敷
の
壮
大
さ
と
ご
馳
走
の
凄
さ
を
伝
え
る
も
、

見
物
も
の
に
関
す
る
記
述
は
な
い
（
金
東
溟
『
海
槎
録
』
国
訳
海

行
�
載
Ⅳ
、
十
二
月
十
六
日
・
同
二
十
六
日
条
）。

（
９
）
三
宅
英
利
『
近
世
日
朝
関
係
史
の
研
究
』（
前
掲
註
１
）
二
九

四
頁
。

（
１０
）
宗
家
文
書
『
寛
永
廿
癸
未
年
朝
鮮
通
信
使
記
録
』
巻
六
（
長
崎

県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
）
寛
永
二
十
年
七
月
二
十
日
条
。

（
１１
）
特
に
註
記
の
な
い
も
の
は
、『
和
漢
三
才
図
絵
』
十
六
芸
能
、

『
古
事
類
苑
』
遊
戯
部
・
楽
舞
部
、
宮
尾
し
げ
を
・
木
村
仙
秀
『
江

戸
庶
民
街
芸
風
俗
誌
』（
展
望
社
、
一
九
七
四
年
）、
朝
倉
無
聲

『
見
世
物
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
）
な
ど
に
依
る
。

（
１２
）
筆
者
不
明
『
癸
未
東
槎
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅴ
）
七
月
二
十

一
日
（
朝
鮮
暦
）
条
。

（
１３
）
武
井
協
三
「
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
」（
岩
波
講
座
歌
舞

伎
・
文
楽
第
２
巻
『
歌
舞
伎
の
歴
史
Ⅰ
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

四
七
（
四
七
）



二
、『
海
游
録
』
に
み
る
嫌
悪
感
の
正
体

余
興
に
過
ぎ
な
い
対
馬
藩
邸
で
の
見
物
も
の
が
、
享
保
期
に
限

っ
て
な
ぜ
通
信
使
の
嫌
悪
感
を
招
い
た
の
か
。
は
じ
め
に
対
馬
藩

の
「
信
使
記
録
（
1
）
」
か
ら
、
宴
享
が
設
け
ら
れ
た
享
保
四
年
（
一
七

一
九
）
十
月
九
日
の
演
じ
物
を
探
っ
て
み
る
。

見
物
も
の

躍人
形
ま
わ
し

右
躍
之
内
、
最
初
男
と
女
戯
事
被
仕
形
有
之
故
、
其
所
は
正

使
・
副
使
も
脇
見
被
仕
見
物
無
之
候
、
重
て
心
得
可
有
之
也
、

猿
廻
し
之
義
毎
度
懇
望
い
た
し
候
間
、
重
て
心
得
可
有
之
事
、

お
ど
り

右
に
よ
る
と
演
じ
ら
れ
た
も
の
は
「
躍
」
と
「
人
形
ま
わ
し
」

だ
け
で
、
こ
れ
ま
で
定
番
だ
っ
た
猿
回
し
が
欠
け
て
い
る
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
、
最
後
に
「
猿
廻
し
之
義
毎
度
懇
望
い
た
し
候
間
、

重
て
心
得
可
有
之
事
」
と
あ
り
、
今
後
も
信
使
の
「
懇
望
」
に
配

慮
す
る
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
お
気
に
入
り
の
猿
回

し
に
代
わ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
の
が
、「
男
と
女
戯
事
」
を
演
じ
た

躍
で
あ
っ
た
。
右
に
「
正
使
・
副
使
も
脇
見
被
仕
見
物
無
之
候
」

と
あ
り
、
明
ら
か
に
正
使
・
副
使
が
躍
か
ら
目
を
背
け
て
嫌
悪
感

を
露
わ
に
し
た
様
子
を
対
馬
藩
側
が
書
き
留
め
て
い
る
。

で
は
異
国
人
に
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
た
躍
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
対
馬
藩
側
の
記
録
か
ら
は
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
通
信

使
製
述
官
の
申
維
翰
が
書
き
留
め
た
使
行
録
『
海
游
録
（
2
）
』
に
、
こ

の
日
の
出
し
物
の
内
容
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
躍

の
部
分
に
注
目
し
て
み
よ
う
（
3
）
（
以
下
意
訳
の
み
。
原
文
は
註
）。

舞
は
年
の
こ
ろ
十
六
、七
歳
の
美
男
子
十
人
が
、
眉
を
画
き

紅
お
し
ろ
い
を
し
、
黒
い
つ
や
の
あ
る
髪
を
結
ん
で
い
る
。

九
九
七
年
）
三
五
〜
三
六
頁
。

（
１４
）
三
隅
治
男
「
近
世
大
道
芸
人
資
料
―
猿
ま
わ
し
の
系
譜
―
」

（『
芸
能
』
九
巻
八
号
〜
一
〇
巻
九
号
、
一
九
六
七
年
〜
一
九
六
八

年
）。
猿
回
し
に
つ
い
て
は
、
本
稿
三
章
を
参
照
。

カ

コ

（
１５
）
『
和
漢
三
才
図
絵
』
十
六
芸
能
に
、「
阿
蘭
陀
船
ノ

水
手
ヲ

名
ク

�

ク

ロ
ン

ホ

ホ
ハ
シ
ラ

フ
ル
マ
イ
サ
モ
ニ
タ
リ

崑
崙
奴
ト

�、
毎
ニ

歩
ミ

�帆
縄
ヲ

�至
�
檣
ノ

末
ニ

�、
其
行
止
彷
�彿
蜘

蛛
ニ

�」
と
あ
る
。

か
ご
ぬ
け

（
１６
）
『
和
漢
三
才
図
絵
』
十
六
芸
能
・
籠
脱
の
項
に
、
次
の
よ
う
な

説
明
が
あ
り
、
延
宝
期
（
一
六
七
〇
年
代
）
に
長
崎
か
ら
伝
来
し

た
後
、
大
坂
で
小
鷹
和
泉
と
唐
崎
龍
之
助
な
る
者
が
演
じ
て
見
る

者
を
「
驚
感
」
さ
せ
た
と
あ
る
。

按
籠
脱
ハ

古
来
未
�聞
�之
、（
中
略
）
延
宝
年
中
自
�長
崎
�来
、

有
�小
鷹
和
泉
・
唐
崎
龍
之
助
ト
云

者
�、
二
人
始
於
�大
坂
ニ

�

為
�此
技
ヲ

�、
見
ル

者
無
�不
ト
云
コ
ト

�驚
感
�、
用
�竹
籠
�口
ノ
径

ツ
ク
ヱ

シ
尺
半
、
長
七
八
尺
、
横
タ
ヘ

�干
�
ノ

上
ニ

�、
高
サ

五
六
尺
而

カ
ツ
キ
被
�菅
笠
ヲ

�走
跳
、
潜
リ

�籠
ノ

中
ヲ

�、
出
テ

立
�干
地
ニ

�、
其
笠

大
ナ
ル
コ
ト

�於
籠
ノ

口
ヨ
リ

�二
寸
余
リ

、

史
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五
色
の
紋
錦
を
着
て
、
ま
る
で
傾
城
の
遊
女
の
よ
う
だ
。
外

か
ら
服
を
具
え
て
舞
台
に
入
り
、
あ
ち
こ
ち
を
歩
き
ま
わ
っ

て
楽
声
に
合
わ
せ
ず
、
低
く
な
っ
た
り
高
く
な
っ
た
り
、
ま

し
ょ
う

ぎ

る
で
我
国
の
倡
伎
（
歌
舞
を
す
る
娼
妓
）
が
す
る
五
方
神

舞
（
多
人
数
で
舞
う
舞
楽
）
の
よ
う
だ
。
し
ば
ら
く
し
て
出

な
ま
め
か

て
、
ま
た
服
を
替
え
て
入
る
。
服
色
は
さ
ら
に
艶
し
く
、
頭

に
一
枚
の
黄
巾
を
載
せ
て
い
る
。
そ
の
高
さ
は
一
尺
ほ
ど
、

円
く
し
て
直
立
す
る
が
傾
か
な
い
。
手
に
長
さ
五
、六
尺
ほ

ど
の
黒
い
木
杖
を
持
ち
、
そ
の
杖
を
あ
げ
て
空
を
指
さ
し
、

ひ
じ

や
り

足
を
つ
ま
立
ち
し
て
臂
を
あ
げ
、
槍
を
執
っ
て
突
き
刺
す
し

ぐ
さ
を
す
る
。
黄
巾
が
自
ら
落
ち
た
か
と
見
れ
ば
、
色
と
り

ど
り
の
花
が
頭
に
満
ち
あ
ふ
れ
、
花
は
傘
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
を
延
ば
す
と
花
冠
と
な
り
、
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
落
ち
る
。

美
し
く
も
は
か
な
い
戯
れ
で
あ
る
。
花
冠
を
杖
の
先
に
移
す

や
、
玉
飾
り
の
絹
が
さ
の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
を
捧
げ
て
立

っ
て
舞
う
。
し
ば
ら
く
し
て
又
出
て
、
今
度
は
十
人
が
分
か

れ
る
。
五
人
は
娼
女
の
服
飾
で
妖
艶
な
る
遊
女
の
姿
、
五
人

は
男
ら
し
い
少
年
の
装
束
だ
が
妖
し
げ
な
放
蕩
児
、
そ
れ
ぞ

れ
隊
に
分
か
れ
て
入
る
。
華
麗
な
服
は
日
に
輝
き
、
東
西
で

対
舞
す
る
。
舞
は
袖
を
張
ら
ず
、
身
を
回
し
、
足
を
転
が
し
、

緩
や
か
に
歩
い
た
り
、
急
に
走
っ
た
り
、
雪
花
が
ひ
ら
ひ
ら

と
落
ち
る
観
が
あ
る
。
場
面
が
変
わ
り
、
男
女
が
恋
情
あ
ら

わ
に
色
目
を
つ
か
う
様
を
演
じ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
華
麗
な
服
を
着
た
妖
艶
な
遊
女
の
ご
と
き
若
者

た
ち
に
よ
る
乱
舞
が
あ
り
、
さ
ら
に
艶
め
か
し
い
し
ぐ
さ
で
の
踊

り
や
幻
術
の
よ
う
な
も
の
が
演
じ
ら
れ
る
な
ど
、
日
本
の
遊
里
風

俗
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。
最
後
の
「
男
女
が
恋
情
あ
ら
わ
に
色
目

を
つ
か
う
様
を
演
じ
た
」
が
、
信
使
へ
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
た
「
男

と
女
戯
事
」
に
当
た
る
が
、
こ
れ
は
歌
舞
伎
の
演
技
で
あ
る
和
事

の
一
つ
「
ぬ
れ
事
」
で
あ
る
（
4
）
。
し
か
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
始
め

か
ら
終
わ
り
ま
で
登
場
す
る
役
者
の
総
て
が
「
十
六
、十
七
歳
く

ら
い
の
美
男
子
十
人
」
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な

し
ゅ
ど
う

わ
ち
こ
の
躍
は
、
衆
道
（
男
色
）
を
そ
の
美
し
い
容
姿
と
共
に
舞

踏
で
表
現
す
る
芸
能
「
若
衆
歌
舞
伎
（
5
）
」
の
再
現
で
あ
り
、
美
貌
の

少
年
た
ち
に
よ
る
若
衆
踊
り
が
通
信
使
の
面
前
で
披
露
さ
れ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
躍
の
場
面
に
続
き
、『
海
游
録
』
は
対
馬
藩
士
と
申
維
翰

と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
会
話
を
記
録
し
て
い
る
（
6
）
。

奉
行
の
平
真
長
が
私
に
「
こ
れ
は
即
ち
日
本
の
妓
楼
に
お
け

る
兒
情
色
（
衆
道
）
の
光
景
で
す
。
朝
鮮
の
妓
楼
は
ま
だ
見

た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う

か
」
と
言
っ
た
。
私
は
「
服
色
は
異
な
り
ま
す
が
、
意
態

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

四
九
（
四
九
）



（
姿
）
は
絵
に
画
い
た
よ
う
で
す
ね
」
と
答
え
た
。
さ
ら
に

「
学
士
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
趣
味
を
解
し
ま
す
か
」
と
問
う

ぼ
く
ね
ん
じ
ん

た
。「
世
に
朴
念
仁
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
知
ら

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
た
だ
自
ら
を
畏
れ
慎
む
だ

け
で
す
（
7
）
」
と
私
が
言
う
と
、
真
長
が
大
笑
い
し
た
。
見
て
い

る
と
だ
ん
だ
ん
汚
ら
わ
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
正
使
が

「
淫
ら
な
戯
れ
ご
と
は
皆
観
た
く
な
い
。
す
ぐ
に
止
め
よ
」

と
命
じ
た
。

若
衆
踊
り
を
見
せ
な
が
ら
、
対
馬
藩
士
は
申
維
翰
に
対
し
て
衆
道

を
理
解
で
き
る
か
、
と
問
い
か
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
社
交
辞
令

で
切
り
返
し
な
が
ら
も
言
葉
に
窮
す
る
申
維
翰
。
大
笑
い
す
る
対

馬
藩
士
。「
淫
ら
な
戯
れ
ご
と
」
の
中
断
を
命
じ
る
正
使
。
こ
の

会
話
に
は
、
外
国
使
臣
へ
男
色
趣
味
を
押
し
つ
け
る
接
待
役
、
そ

れ
に
怒
り
を
秘
め
て
応
じ
な
が
ら
も
益
々
嫌
悪
感
を
募
ら
せ
る
客

人
、
と
い
っ
た
様
子
が
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

歌
舞
伎
は
、「
か
ぶ
く
」（
傾
く
）
か
ら
き
て
い
る
よ
う
に
、
正

統
を
嫌
い
、
新
奇
・
異
端
を
求
め
る
風
俗
を
誇
示
し
、
そ
れ
を
表

現
す
る
芸
能
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
少
年
の
芸
能

で
あ
る
若
衆
歌
舞
伎
は
、
女
歌
舞
伎
に
か
わ
る
新
し
い
芸
能
と
し

て
近
世
前
期
に
主
流
を
占
め
た
が
、
風
紀
上
の
弊
害
を
理
由
に
承

応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
幕
府
か
ら
停
止
令
が
出
さ
れ
た
。
こ
の

前
年
、
衆
道
を
好
ん
だ
三
代
将
軍
家
光
が
死
去
し
て
お
り
、
幼
少

の
四
代
将
軍
家
綱
の
後
見
人
と
し
て
、
朱
子
学
的
な
徳
治
主
義
を

も
っ
て
政
治
を
補
佐
し
た
保
科
正
之
の
政
策
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

る
（
8
）。
こ
れ
以
降
、
若
衆
歌
舞
伎
は
表
向
き
の
舞
台
か
ら
撤
退
す
る

が
、
高
位
の
武
士
か
ら
一
般
庶
民
に
い
た
る
ま
で
横
溢
し
た
男
色

趣
味
は
、
近
世
日
本
社
会
の
な
か
で
避
け
て
通
れ
な
い
事
実
で
あ

り
、
若
衆
演
芸
も
形
を
変
え
な
が
ら
歌
舞
伎
と
い
う
芸
能
の
な
か

で
長
い
命
脈
を
保
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
を
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
嫌
悪
す
る
朝
鮮
社
会
の
知
識
人

た
ち
（
9
）
の
面
前
で
披
露
す
れ
ば
、「
淫
ら
な
戯
れ
ご
と
」
を
強
請
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

時
と
場
所
を
弁
え
ず
、
通
信
使
へ
無
礼
な
質
問
を
投
げ
か
け
た

「
平
真
長
」
と
は
、
対
馬
藩
の
家
老
杉
村
采
女
で
あ
る
。
延
宝
五

年
（
一
六
七
七
）
の
生
ま
れ
で
こ
の
年
四
十
三
歳
（
10
）
。
通
信
使
の
奉

行
と
し
て
江
戸
へ
の
往
還
旅
程
を
統
轄
す
る
立
場
に
あ
り
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
こ
の
日
の
演
目
を
選
定
し
た
責
任
者
で
も
あ
る
。

こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
享
保
期
の
江
戸
藩
邸

に
か
つ
て
の
宗
義
成
の
正
室
お
福
（
日
野
氏
）
の
ご
と
き
奥
方
の

目
配
り
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
お
福
が
寛
文
三
年

（
一
六
六
三
）
に
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
義
真
の
正
室
お
栗
（
京
極

刑
部
少
輔
高
知
長
女
）
が
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
死
去
し
、

史
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ま
た
義
真
の
二
代
あ
と
の
義
方
の
正
室
お
喜
伊
（
久
留
米
藩
主
有

馬
頼
元
次
女
）
も
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）
に
死
去
し
て
い
る
。

あ
と
は
対
馬
住
ま
い
の
正
室
・
側
室
の
み
で
、
江
戸
藩
邸
を
仕
切

る
奥
方
は
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
入
輿
す
る
義
如
の
正
室

お
喜
和
（
細
川
越
中
守
宣
紀
長
女
）
ま
で
不
在
で
あ
っ
た
（
11
）
。
す
な

わ
ち
享
保
期
通
信
使
が
抱
い
た
嫌
悪
感
の
正
体
は
、
日
本
の
芸
能

そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
外
交
使
節
団
の
饗
応
の
場
で
配
慮
を

欠
い
た
演
目
が
選
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
、
男
色
趣
味
を
話
題
に

し
た
対
馬
藩
家
老
杉
村
采
女
の
非
常
識
な
態
度
に
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
日
の
出
し
物
に
は
、
歌
舞
伎
踊
り
に
引
き
続
き
、

「
人
形
ま
わ
し
」（
人
形
浄
瑠
璃
）
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
申
維
翰

は
『
海
游
録
』
の
な
か
で
そ
の
場
面
を
実
に
生
き
生
き
と
描
い
て

お
り
、
歌
舞
伎
の
よ
う
な
嫌
悪
感
を
抱
か
ず
に
、
む
し
ろ
か
な
り

興
味
を
持
っ
て
鑑
賞
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
内
容
は
後

述
す
る
こ
と
に
し
て
、
実
は
享
保
期
通
信
使
が
来
日
し
た
享
保
四

年
（
一
七
一
九
）
と
い
う
年
は
、
大
坂
を
発
祥
の
地
と
す
る
義
太

夫
節
が
江
戸
へ
進
出
し
て
、
近
松
以
前
の
古
浄
瑠
璃
に
か
わ
る
新

た
な
江
戸
浄
瑠
璃
を
誕
生
さ
せ
る
時
期
に
当
た
っ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
通
信
使
一
行
は
、
は
か
ら
ず
も
江
戸
文
化
の
歴
史
の
節
目
の

時
期
に
、
新
進
の
江
戸
浄
瑠
璃
と
遭
遇
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

前
出
し
た
宗
家
記
録
と
は
別
の
「
信
使
記
録
（
12
）
」
に
、
義
太
夫
節

の
江
戸
進
出
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
一
座
の
名
前
が
記
さ
れ
て

い
る
。今

日
御
屋
敷
ニ
而
見
物
も
の
於
御
庭
舞
台
興
業
被
仰
付

躍
尽
シ

木
偶
つ
か
い

辰
松
座

右
の
「
辰
松
座
」
と
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
一
人
遣
い
（
後
に
三
人

遣
い
―
後
述
）
時
代
に
、
手
妻
で
女
方
を
遣
う
名
手
と
う
た
わ
れ

た
辰
松
八
郎
兵
衛
（
？
―
一
七
三
四
年
）
が
、
享
保
五
年
（
一
七

ふ
き
や

二
〇
）
に
江
戸
葺
屋
町
に
「
御
免
操
り
の
幕
」
を
あ
げ
て
大
い
に

繁
盛
し
、
東
風
（
大
坂
豊
竹
座
風
）
の
演
技
を
好
む
江
戸
人
形
浄

瑠
璃
の
素
地
を
作
っ
た
一
座
で
あ
る
（
13
）
。

江
戸
で
は
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
の
大
火
以
降
、
劇
場
の
場

所
規
制
に
よ
り
歌
舞
伎
の
四
座
体
制
（
中
村
座
・
市
村
座
・
森
田

座
・
山
村
座
）
が
整
い
、
さ
ら
に
操
り
三
座
、
小
芝
居
八
軒
が
固

定
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
大
奥
女
中
と
役

者
が
起
こ
し
た
絵
島
・
生
島
事
件
の
影
響
に
よ
っ
て
山
村
座
が
廃

止
に
追
い
込
ま
れ
、
江
戸
歌
舞
伎
界
は
大
き
な
打
撃
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
か
わ
っ
て
新
た
に
江
戸
に
登
場
し
た
の
が
、

義
太
夫
節
を
取
り
入
れ
た
上
方
発
祥
の
人
形
浄
瑠
璃
で
あ
り
、
そ

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

五
一
（
五
一
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の
中
心
に
い
た
の
が
辰
松
八
郎
兵
衛
で
あ
る
。
八
郎
兵
衛
は
大
坂

道
頓
堀
竹
本
座
の
創
設
以
来
活
躍
し
た
人
形
遣
い
で
、
元
禄
十
六

年
（
一
七
〇
三
）
近
松
門
左
衛
門
の
世
話
浄
瑠
璃
『
曾
根
崎
心

中
』
の
大
当
た
り
に
貢
献
し
て
い
る
。
ま
た
宝
永
四
年
（
一
七
〇

七
）
豊
竹
若
太
夫
と
相
座
本
で
中
絶
し
て
い
た
豊
竹
座
を
再
興
し
、

の
ち
再
び
竹
本
座
へ
復
活
し
て
『
国
姓
爺
合
戦
』
を
大
成
功
に
導

い
て
い
る
。
し
か
し
享
保
期
に
入
る
こ
ろ
に
な
る
と
近
松
門
左
衛

門
（
一
六
五
三
〜
一
七
二
四
年
）
の
全
盛
期
は
過
ぎ
、
ま
た
竹
本

義
太
夫
（
一
六
五
一
〜
一
七
一
四
年
）
は
正
徳
期
に
死
去
し
て
お

り
、
辰
松
八
郎
兵
衛
が
大
坂
を
離
れ
て
新
天
地
江
戸
行
き
を
目
指

し
た
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
14
）
。

辰
松
八
郎
兵
衛
の
江
戸
で
の
活
動
は
宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

ご
ろ
か
ら
み
ら
れ
、
特
に
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
十
一
月
の
品

川
御
殿
山
で
の
興
行
と
、
同
月
の
江
戸
城
二
ノ
丸
に
お
け
る
将
軍

吉
宗
の
母
（
浄
圓
院
）・
長
男
長
福
（
後
の
九
代
将
軍
家
重
）・
次

男
小
太
郎
（
後
の
田
安
宗
武
）
へ
の
上
覧
（
15
）
が
「
御
免
操
り
の
幕
」、

す
な
わ
ち
一
座
の
江
戸
で
の
旗
揚
げ
に
大
き
く
関
連
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
通
信
使
へ
の
上
覧
は
、
こ
の
品
川
興
行
や

江
戸
城
上
覧
の
一
か
月
前
の
こ
と
で
、
す
で
に
十
月
時
点
で

「
座
」
を
組
ん
で
通
信
使
饗
応
の
た
め
の
興
行
を
仕
切
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
の
饗
応
の
場
に
は
、
通
信
使
以
外
に
京
都
五
山

の
接
伴
僧
（
湛
長
老
・
菖
長
老
）
や
大
学
頭
林
鳳
岡
親
子
、
あ
る

い
は
幕
府
や
宗
家
の
奥
向
き
関
係
者
が
臨
席
し
て
お
り
（
16
）
、
こ
の
こ

と
が
翌
月
の
江
戸
城
上
覧
、
ひ
い
て
は
翌
年
に
お
け
る
辰
松
座
の

正
式
な
江
戸
進
出
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

通
信
使
の
「
使
行
録
」
と
宗
家
側
の
「
通
信
使
記
録
」
を
照
合

す
る
と
、
享
保
期
通
信
使
の
日
本
の
芸
能
に
対
す
る
真
の
怒
り
の

正
体
が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
江
戸
に
お
け
る
歌
舞
伎
の

下
降
と
人
形
浄
瑠
璃
の
隆
盛
と
い
う
、
江
戸
芸
能
史
に
か
か
わ
る

重
要
な
転
換
点
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

註（
１
）
宗
家
記
録
『
享
保
信
使
記
録

信
使
御
同
伴
御
在
府
中
日
帳
』

（
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
）。

（
２
）
申
維
翰
『
海
游
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅰ
）
十
月
九
日
条
。

（
３
）
舞
則
以
美
男
子
年
可
十
六
七
者
十
人
、
�

【
眉
】肩

紅
粉
綰
髪
玄
膩
者
、

五
色
紋
錦
、
望
之
如
傾
城
冶
女
、
自
外
具
服
而
入
、
周
行
亂
歩
、

似
不
與
樂
聲
而
低
昂
者
、
盖
如
我
國
倡
伎
之
五
方
神
舞
、
須
臾
而

出
、
易
服
而
入
、
服
色
加
艶
、
頭
戴
一
黄
巾
、
高
尺
許
圓
直
不
�
、

手
持
�
木
杖
、
長
可
五
六
尺
、
擧
杖
指
空
、
企
足
揚
臂
、
爲

【
槍
】創

執

�
刺
之
�
、
俄
見
黄
巾
自
落
、
便
有
彩
花
滿
頭
、
花
如
傘
形
、
舒

則
爲
花
冠
翩
翩
、
有
美
影
之
戯
、
忽
有
花
冠
移
着
於
杖
頭
、
又
似

寳
盖
捧
立
而
舞
、
移
時
又
出
、
分
其
十
人
、
五
則
爲
娼
女
服
飾
、

直
嬌
艶
倚
市
姿
也
、
五
則
爲
�
少
装
束
、
又
妖
蕩
挑
達
兒
也
、
分

隊
而
入
、
麗
服
耀
日
、
東
西
對
舞
、
舞
不
張
袖
、
而
回
身
轉
足
、

史
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緩
歩
急
趨
、
爲
翻
雪
落
花
之
觀
、
又
轉
爲
男
女
垂
情
流
眄
之
態
、

（
誤
字
は
右
【

】
内
に
正
字
を
記
す
。
以
下
同
）

（
４
）
当
時
の
歌
舞
伎
界
は
、
近
松
門
左
衛
門
と
共
に
元
禄
期
上
方
歌

舞
伎
を
代
表
す
る
坂
田
藤
十
郎
（
一
六
四
七
〜
一
七
〇
九
年
）
が

「
や
つ
し
芸
」（
貴
人
が
身
を
や
つ
す
役
柄
）
を
完
成
し
た
。
ま
た

江
戸
歌
舞
伎
は
市
川
団
十
郎
（
二
世
）
が
、
荒
事
芸
だ
け
で
な
く

濡
れ
事
芸
や
和
事
芸
に
通
じ
、
上
方
で
大
評
判
の
近
松
門
左
衛
門

の
人
形
浄
瑠
璃
を
歌
舞
伎
化
し
て
好
評
を
得
、
享
保
二
年
（
一
七

一
七
）
に
は
「
国
姓
爺
合
戦
」
の
和
唐
内
を
演
じ
て
江
戸
に
お
け

る
義
太
夫
狂
言
上
演
の
先
鞭
を
つ
け
る
。
以
上
、
正
木
ゆ
み
「
元

禄
歌
舞
伎
（
上
方
）」、
佐
藤
恵
里
「
元
禄
歌
舞
伎
（
江
戸
）」（
い

ず
れ
も
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第
２
巻
『
歌
舞
伎
の
歴
史
Ⅰ
』

所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
５
）
武
井
協
三
「
若
衆
歌
舞
伎
・
野
郎
歌
舞
伎
」（
前
掲
註
４
『
歌

舞
伎
の
歴
史
Ⅰ
』
所
収
）
四
一
〜
四
二
頁
。

（
６
）
奉
行
平
眞
長
謂
余
曰
、
此
�
日
本
倡
家
兒
情
色
中
光
景
、
未
知

朝
鮮
妓
樓
、
亦
有
如
許
�
否
、
答
曰
、
服
色
雖
異
、
意
態
如
�
、

又
問
、
學
士
亦
解
這
問
興
趣
否
、
曰
、
世
無
鐵
心
石
膓
人
、
何
爲

不
知
、
第
自
畏
愼
耳
、
眞
長
大
笑
、
已
而
所
見
漸
衰
、
使
臣
分
付

曰
、
淫
僻
之
戯
、
皆
不
欲
觀
、
�
令
輟
退
、

（
７
）
こ
の
申
維
翰
の
会
話
の
一
部
に
、
金
文
京
氏
の
和
訳
を
用
い
た

（「
燕
行
使
と
通
信
使
が
見
た
中
国
と
日
本
の
演
劇
」『
朝
鮮
時
代
の

〈
燕
行
使
・
通
信
使
〉
に
関
す
る
韓
・
中
・
日
三
国
の
国
際W

ork-
shop

』
日
本
語
発
表
文
、
二
〇
一
四
年
、
一
七
一
頁
）。

（
８
）
笠
谷
和
比
古
「
権
力
と
芸
能
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第

１
巻
『
歌
舞
伎
と
文
楽
の
本
質
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七

年
）
九
一
〜
九
二
頁
。

（
９
）
申
維
翰
は
、『
海
游
録
』
付
篇
・
見
聞
雑
録
（
国
訳
海
行
�
載

Ⅱ
）
で
、
日
本
に
お
け
る
男
娼
の
多
さ
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
衆
道
に
関
し
て
対
馬
藩
の
儒
者
雨
森
芳
洲
が
「
學
士

亦
未
知
其
樂
耳
」（
あ
な
た
は
そ
の
楽
し
み
を
ま
だ
知
ら
な
い
だ
け

で
す
）
と
笑
っ
て
答
え
る
の
で
、「
如
東
之
輩
所
言
尚
然
、
國
俗
之

迷
惑
可
知
也
」（
芳
洲
の
よ
う
な
人
で
も
な
お
こ
の
よ
う
に
言
う
。

国
俗
の
迷
い
惑
い
を
知
る
べ
し
で
あ
る
）
と
慨
嘆
し
た
と
あ
り
、

双
方
の
違
い
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
て
い
る
。

（
１０
）
杉
村
家
文
書
『
杉
村
家
大
系
図
』（
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗

資
料
館
所
蔵
）。

（
１１
）
鈴
木
棠
三
編
対
馬
叢
書
『
宗
氏
家
譜
略
』。
江
戸
藩
邸
に
お
け

る
日
常
の
芸
能
上
演
は
、
宝
永
期
か
ら
享
保
期
に
か
け
て
著
し
く

減
少
し
て
お
り
、
そ
の
原
因
に
大
名
出
身
の
正
妻
不
在
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
鈴
木
博
子
「
大
名
屋
敷
に
お
け
る
芝
居
享
受
―
対
馬

藩
宗
家
を
中
心
に
―
」『
帝
塚
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
三
一
号
、

二
〇
一
二
年
、
四
六
頁
）。

（
１２
）
宗
家
記
録
『
享
保
信
使
記
録

江
戸
留
守
中
毎
日
記
』（
慶
應

義
塾
図
書
館
所
蔵
）
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
十
月
九
日
条
。

（
１３
）
渕
田
裕
介
「
江
戸
の
人
形
浄
瑠
璃
界
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・

文
楽
第
９
巻
『
黄
金
時
代
の
浄
瑠
璃
と
そ
の
後
』（
岩
波
書
店
、
一

九
九
八
年
）
一
八
九
〜
一
九
〇
頁
。

（
１４
）
笠
谷
和
比
古
「
権
力
と
芸
能
」（
前
掲
註
８
）、
井
口
洋
「
世
話

浄
瑠
璃
の
成
立
と
展
開
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第
８
巻
『
近

松
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）、
白
方
勝
「
豊
竹
座
を
め

ぐ
っ
て
」（
同
）
な
ど
を
参
照
。

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

五
三
（
五
三
）



三
、
延
享
・
宝
暦
期
の
出
し
物

延
享
五
年
（
一
七
四
八
）、
将
軍
家
重
の
襲
職
を
祝
う
第
十
次

通
信
使
が
来
日
し
た
。
さ
ら
に
そ
の
十
六
年
後
の
宝
暦
十
四
年

（
一
七
六
四
）、
将
軍
家
治
の
襲
職
祝
賀
の
た
め
の
第
十
一
次
通
信

使
が
来
日
し
、
こ
れ
が
江
戸
行
き
の
最
後
と
な
る
。
随
行
員
は
い

ず
れ
も
四
七
〇
人
余
り
の
大
使
節
団
で
、
大
坂
残
留
（
一
〇
〇
人

前
後
）
を
除
い
て
も
三
五
〇
人
以
上
の
者
が
対
馬
藩
邸
で
の
宴
享

に
招
待
さ
れ
、
庶
民
芸
能
を
見
物
し
て
い
る
。
こ
の
二
期
に
わ
た

る
対
馬
藩
側
の
『
通
信
使
記
録
』
は
、
記
載
内
容
が
こ
れ
ま
で
以

上
に
詳
細
に
な
り
、
江
戸
藩
邸
で
の
宴
会
に
つ
い
て
も
、
従
来
は

上
演
種
目
だ
け
だ
っ
た
も
の
が
、
外
題
・
役
者
附
・
囃
子
方
、
猿

回
し
に
つ
い
て
は
演
題
か
ら
手
配
師
及
び
猿
の
名
前
（
宝
暦
期
）

ま
で
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
近
世
庶
民
芸
能
史
研
究
に

と
っ
て
貴
重
な
史
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
専
門
家
の
後
考
を
俟
つ

た
め
本
稿
末
に
【
史
料
１
】（
延
享
期
）、【
史
料
２
】（
宝
暦
期
）

と
し
て
全
文
を
掲
載
し
た
。
以
下
こ
の
史
料
を
典
拠
に
、
両
時
期

に
通
信
使
が
見
た
１
人
形
浄
瑠
璃
（
①
延
享
期
・
②
宝
暦
期
）、

２
猿
回
し
、
３
松
井
源
水
一
座
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
江
戸

に
お
け
る
庶
民
芸
能
の
実
態
を
考
察
し
て
み
た
い
。

１

人
形
浄
瑠
璃

①
延
享
期
（
一
七
四
八
年
）

こ
の
時
期
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、
歌
舞
伎
を
圧
倒
し
て
未
曾
有
の

繁
栄
を
誇
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
く
に
享
保
後
半
期
（
一
七

二
〇
〜
三
〇
年
代
）
か
ら
寛
延
期
（
一
七
四
八
〜
五
一
年
）
に
か

け
て
、
一
体
の
人
形
を
三
人
で
操
る
「
三
人
遣
い
」
が
完
成
し
た

こ
と
で
、
首
や
手
の
操
作
が
容
易
に
な
り
、
大
が
か
り
な
仕
掛
け

や
豪
快
な
演
技
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
対
称
的
に
微
細
な
動
き
や
写

実
的
な
動
作
ま
で
も
が
可
能
に
な
っ
た
（
1
）
。
通
信
使
が
来
日
す
る
二

年
前
の
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）、
対
馬
藩
主
宗
義
如
の
正
室
お

喜
和
（
前
出
、
通
称
細
川
夫
人
）
が
入
輿
し
て
お
り
（
2
）
、
江
戸
藩
邸

を
仕
切
る
大
名
家
出
身
の
奥
方
の
健
在
が
、
延
享
期
の
演
目
選
定

に
関
与
し
て
い
た
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。

（
１５
）
『
古
事
類
苑
』
楽
舞
部
二
十
、
三
五
九
〜
三
六
四
頁
。

（
１６
）
宗
家
記
録
『
享
保
信
使
記
録

信
使
御
同
伴
御
在
府
中
日
帳
』

（
前
掲
註
１
）
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
十
月
九
日
条
。
同
史
料
に

よ
る
と
、
当
日
の
臨
席
者
に
は
橘
隆
庵
（
奥
医
師
）・
飯
高
七
兵
衛

（
勝
政
、
右
筆
）・
藤
堂
和
泉
守
（
高
敏
、
大
学
頭
）・
永
井
飛
騨
守

（
直
期
）・
松
平
備
前
守
（
定
章
）・
松
平
備
中
守
（
近
言
）・
松
平

数
馬
・（
江
戸
城
）
御
出
入
坊
主
衆
、
亀
井
茲
長
・
靱
負
（
定
好
、

対
馬
藩
主
宗
義
誠
の
姉
お
六
の
息
子
）
兄
弟
と
親
戚
の
亀
井
玄

蕃
・
主
殿
等
の
名
前
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

史
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延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
六
月
六
日
、
対
馬
藩
邸
で
披
露
さ
れ

た
人
形
浄
瑠
璃
は
、
こ
の
時
期
の
人
形
操
作
の
進
歩
を
背
景
に
演

じ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。【
表
２
】
に
、
こ
の
日
の
演
目
・
役

者
・
囃
子
方
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
出
し
物
全

体
の
枠
組
み
で
あ
る
大
名
題
は
『
泰
平
町
家
正
月
』
と
あ
り
、
日

朝
両
国
の
安
泰
を
慶
賀
す
る
通
信
使
向
き
の
タ
イ
ト
ル
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
演
じ
ら
れ
た
の
は
四
作
品
で
、
外
題
名
に
「
曾
我
五

郎
・
小
林
朝
比
奈
力
く
ら
べ
」「
し
ゃ
む
ろ
嶋
妖
化
物
づ
く
し
」

「
く
ら
間
山
僧
正
が
瀧
」「
高
砂
尾
上
の
鐘
」
と
あ
る
。
こ
の
う
ち

「
高
砂
尾
上
の
鐘
」
は
、
近
松
門
左
衛
門
作
で
有
名
な
『
用
明
天

王
職
人
鑑
（
3
）
』
の
三
段
目
「
鐘
入
り
の
段
」【
図
２
】
を
も
と
に
し

た
可
能
性
が
高
く
、
他
の
作
品
も
興
行
演
目
の
見
せ
場
の
内
か
ら

通
信
使
饗
応
用
に
特
別
に
編
成
し
直
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

外
題
の
横
に
「
荒
事
人
形
」「
大
か
ら
く
り
」
な
ど
と
あ
り
、
重

厚
華
麗
な
舞
台
衣
装
で
豪
快
な
演
技
が
披
露
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
。
そ
れ
も
人
形
に
早
変
わ
り
を
演
じ
さ
せ
る
「
手
妻
か

ら
く
り
」
が
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
言
葉
が

分
か
ら
な
く
て
も
見
る
だ
け
で
楽
し
め
る
異
国
か
ら
の
観
客
を
意

識
し
た
出
し
物
が
選
定
さ
れ
て
い
る
。

役
者
名
を
『
義
太
夫
年
表
（
4
）
』
と
照
合
す
る
と
、
延
享
三
年
（
一

七
四
六
）
江
戸
の
辰
松
座
（
葺
屋
町
）
お
よ
び
若
松
座
（
こ
の
前

【表２】 延享期（１７４８年）人形浄瑠璃の役者附・囃子方

泰平町家正月手妻からくり
「曾我五郎時宗 小林朝比奈力くらべ」 荒事人形手妻からくり
「しゃむろ嶋妖化物づくし」 大からくり
「くら間山僧正が瀧」 手妻からくり
「高砂尾上の鐘」 手妻操り

三味線３人
大たいこ１人
哥上３人
猿３疋

諸道具長持８人
囃子方長上下５人
同半上下５人

史料 宗家記録『延享信使記録 信使立御在府中毎日記』
（慶應義塾図書館所蔵）延享５年６月６日条

笛１人
小鼓１人
小太鼓１人
口上１人

囃子方竹本喜代太夫
豊竹品太夫
喜代竹山三郎
荒事人形 森竹京四郎
西川藤五郎
藤井藤重郎
西川重三郎
藤井藤治郎
辰松磯五郎
辰松平四郎
森竹平八郎

操り師手伝 ４人

大夫
大夫

手妻人形
手妻操り
操り人形
操り人形
やつし操り
やつし操り
やつし操り
やつし操り

浄瑠璃
〃
三味線
人 形
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

役者附

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

五
五
（
五
五
）



後
は
肥
前
座
、
堺
町
）
で
上
演
さ
れ
た
役
者
名
に
重
な
る
。

ま
ず
浄
瑠
璃
は
、
初
代
辰
松
八
郎
兵
衛
の
時
代
か
ら
江
戸
で

活
躍
し
て
い
る
竹
本
喜
代
太
夫
（
初
代
竹
本
義
太
夫
の
弟
子
、

辰
松
座
）
と
豊
竹
品
太
夫
（
豊
竹
若
太
夫
の
門
人
、
若
松

座
）
の
二
名
が
つ
と
め
、
三
味
線
は
喜
代
竹
山
三
郎
（
辰
松

座
）、
荒
事
人
形
の
森
竹
京
四
郎
（
若
松
座
）
は
立
役
（
男

役
）
の
人
形
遣
い
で
、「
や
つ
し
操
り
」
の
森
竹
平
八
郎
と

同
門
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
人
形
遣
い
も
、
西
川
姓
二

名
（
若
松
座
）・
辰
松
姓
二
名
（
辰
松
座
）・
藤
井
姓
二
名

（
豊
竹
座
か
？
（
5
）
）
と
、
同
門
か
ら
二
名
宛
の
出
演
と
な
り
、

手
伝
（
四
名
）
を
入
れ
て
人
形
師
は
総
勢
一
二
名
と
い
う
か

な
り
の
大
人
数
で
あ
る
。

通
信
使
饗
応
の
場
で
上
演
を
依
頼
さ
れ
た
辰
松
座
は
、
先

述
し
た
よ
う
に
享
保
期
の
実
績
を
か
わ
れ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
辰
松
座
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
に
初
代
辰
松

八
郎
兵
衛
が
死
去
し
た
あ
と
、
一
座
の
辰
松
幸
助
が
二
代
目

を
名
乗
る
が
初
代
ほ
ど
の
人
気
を
博
せ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い

う
と
凋
落
傾
向
に
あ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
若
松
座
の
ほ
う
は
、

通
信
使
が
来
日
す
る
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
に
は
豊
竹
肥

前
掾
（
初
代
豊
竹
新
太
夫
、
豊
竹
越
前
少
掾
の
弟
子
）
が
座

主
を
務
め
る
肥
前
座
に
戻
っ
て
い
る
。
豊
竹
肥
前
掾
は
、
辰

【図２】「鐘入りの段」を演じる辰松八郎兵衛

『今昔操年代記』（『人形浄瑠璃舞台史』挿図）より
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松
八
郎
兵
衛
よ
り
少
し
遅
れ
た
享
保
十
七
年
（
一
七
三
二
）
に
江

戸
へ
下
り
、
興
行
権
を
得
る
た
め
の
名
代
（
江
戸
肥
前
掾
）
を
取

得
し
て
大
坂
豊
竹
座
系
統
の
義
太
夫
節
を
江
戸
へ
定
着
さ
せ
た
人

物
で
あ
る
。
先
発
の
辰
松
座
に
対
抗
し
て
豊
竹
座
か
ら
演
奏
者
を

招
き
、
本
場
大
坂
の
芸
を
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
で
正
統
派
と
し

て
江
戸
人
形
浄
瑠
璃
界
に
成
功
を
お
さ
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
延

享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
無
許
可
の
か
ら
く
り
興
行
で
罰
せ
ら
れ
、

肥
前
座
は
一
座
の
者
に
譲
っ
て
若
松
座
と
し
、
肥
前
掾
自
身
は
一

演
奏
者
と
し
て
辰
松
座
に
出
勤
し
て
い
た
。
そ
の
若
松
座
も
翌
延

享
三
年
の
火
災
で
類
焼
し
、
経
営
不
振
に
陥
っ
た
こ
と
で
肥
前
座

の
再
興
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
6
）
。

上
演
の
時
期
か
ら
み
て
、
辰
松
座
は
凋
落
傾
向
に
あ
り
、
肥
前

座
は
再
出
発
を
期
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
低
迷
期
に
あ

り
な
が
ら
、
古
浄
瑠
璃
の
諸
派
に
対
抗
し
て
江
戸
人
形
浄
瑠
璃
界

を
リ
ー
ド
し
て
き
た
両
座
が
、
再
起
を
か
け
て
通
信
使
の
面
前
で

演
技
を
披
露
し
た
と
い
え
よ
う
。

②
宝
暦
期
（
一
七
六
四
年
）

宝
暦
期
の
通
信
使
来
日
時
は
、
細
川
夫
人
没
後
一
〇
年
目
に
あ

た
り
、
対
馬
藩
邸
は
正
室
不
在
期
で
あ
っ
た
（
7
）
。
加
え
て
こ
の
時
期

の
人
形
浄
瑠
璃
は
す
で
に
全
盛
期
を
過
ぎ
、
大
坂
で
は
通
信
使
来

日
の
翌
年
の
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
に
は
豊
竹
座
が
、
さ
ら
に

そ
の
二
年
後
の
明
和
四
年
（
一
七
六
七
）
に
は
竹
本
座
が
相
次
い

で
退
転
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
ど
、
人
気
は
歌
舞
伎
に
移
行
し
て

い
く
傾
向
に
あ
っ
た
。

隆
盛
期
の
延
享
期
と
較
べ
、
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
三
月

五
日
に
通
信
使
に
披
露
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
は
、
ど
こ
か
地
味
な

傾
向
が
み
ら
れ
る
。【
表
３
】
は
、
宝
暦
期
通
信
使
来
日
時
に
演

じ
ら
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
の
役
者
附
・
囃
子
方
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
ま
ず
外
題
に
あ
る
「
万
歳
笠
お
ど
り
」「
京
人
形
東
土

産
」「
乱
曲
小
蝶
の
夢
」「
俵
藤
太
三
上
山
百
足
退
治
」
は
、
延
享

期
と
同
様
、
い
く
つ
か
の
見
せ
場
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
通
信
使
饗
応

用
に
編
成
し
直
し
た
可
能
性
が
高
い
。
ど
の
演
目
に
も
「
荒
事
人

形
」「
大
か
ら
く
り
」
な
ど
の
説
明
は
な
く
、
外
題
か
ら
み
て
そ

れ
ら
し
い
の
は
「
俵
藤
太
三
上
山
百
足
退
治
」
の
み
で
、
明
ら
か

に
延
享
期
よ
り
も
大
技
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

次
に
役
者
名
を
み
る
と
、
享
保
期
・
延
享
期
に
中
心
的
役
割
を

果
た
し
て
き
た
辰
松
座
の
者
が
い
な
い
。
辰
松
座
の
経
営
不
振
は

そ
の
後
も
継
続
し
、
通
信
使
が
来
日
す
る
四
年
前
の
宝
暦
十
年

（
一
七
六
〇
）
に
休
座
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
翌
年
、
辰
松
座
の

跡
地
で
興
行
を
始
め
た
の
が
、
土
佐
座
（
座
本
竹
本
伊
勢
太
夫
）

で
あ
る
（
8
）
。
土
佐
座
と
は
、
土
佐
少
掾
正
勝
が
始
め
た
古
浄
瑠
璃
で
、

延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
江
戸
堺
町
で
の
初
興
行
以
降
、
元
禄
期

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

五
七
（
五
七
）



（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
年
）
を
中
心
に
江
戸
で
最
も
人
気
を
博

し
た
一
座
で
あ
る
。
し
か
し
辰
松
座
に
よ
る
義
太
夫
節
の
江
戸
進

出
に
よ
り
、
古
浄
瑠
璃
の
人
気
が
低
迷
し
て
享
保
七
年
（
一
七
六

一
）
に
は
休
座
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
土
佐
座
が
、
土
佐
太
夫

の
名
義
で
義
太
夫
節
に
よ
る
人
形
浄
瑠
璃
を
興
行
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）、
す
な
わ
ち
辰
松
座
の
跡

地
で
の
興
行
以
降
で
あ
る
（
9
）
。

そ
こ
で
【
表
３
】
の
役
者
名
を
『
義
太
夫
年
表
』
と
照
合

す
る
と
、
浄
瑠
璃
の
竹
本
和
太
夫
、
三
味
線
の
竹
本
左
膳
・

野
沢
喜
次
郎
、
人
形
の
西
川
力
蔵
・
西
川
喜
三
郎
・
桐
竹
松

五
郎
の
六
名
が
、
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
五
月
土
佐
座

上
演
の
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』、
お
よ
び
宝
暦
十
三
年
四
月

土
佐
座
上
演
の
『
ひ
ら
か
な
盛
衰
記
』
の
役
者
名
と
重
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
以
前
の
延
享
期
に
辰
松
座
と
競
演
し
た
肥
前

座
は
、
座
主
の
豊
竹
肥
前
掾
が
宝
暦
七
年
（
一
七
五
七
）
に

死
去
す
る
が
、
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
ま
で
比
較
的
安
定

し
た
経
営
を
続
け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
10
）
。『
義
太
夫
年
表
』

に
も
宝
暦
期
肥
前
座
の
上
演
記
録
が
あ
る
が
、
役
者
名
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
【
表
３
】
と
の
照
合
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
時
代
は
前
後
す
る
が
、
人
形
の
山
本
彦
三
郎
が

延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
に
若
松
座
（
後
に
肥
前
座
）
で
、

ま
た
同
じ
く
人
形
の
西
川
善
蔵
が
安
永
二
年
（
一
七
七
三
）
に
肥

前
座
で
、
そ
れ
ぞ
れ
上
演
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く

今
回
は
土
佐
座
・
肥
前
座
の
両
座
か
ら
役
者
が
出
さ
れ
て
い
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

竹
本
和
太
夫
と
共
に
浄
瑠
璃
を
担
当
し
た
「
竹
本
儀�

太
夫
」
な

る
役
者
は
『
義
太
夫
年
表
』
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宝

【表３】 宝暦期（１７６４年）人形浄瑠璃の役者附・囃子方

「万歳笠おどり」
「京人形東土産」
「乱曲小蝶の夢」
「俵藤太三上山百足退治」

瀧井小平治
西村斧八
鈴木幸八
中村理右衛門

史料 宗家記録『宝暦信使記録 御供方七番毎日記御在府中 坤』
（慶應義塾図書館所蔵）宝暦１４年３月５日条

笛
小鼓
大鼓
太鼓

囃子方竹本儀大夫
竹本和大夫
竹本左膳
野沢喜次郎
西川吉十郎
西川力蔵
西川福蔵
西川辰五郎
西川喜三郎
山本彦三郎
田中藤次郎
岩井惣五郎
岩井兵四郎
桐竹松五郎
西川善蔵

浄瑠璃
〃
三味線
〃
人 形
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

役者附

史
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暦
期
に
は
大
坂
竹
本
座
の
竹
本
政
太
夫
（
二
代
）
が
中
心
的
存
在

と
い
わ
れ
て
お
り
、
竹
本
和
太
夫
は
こ
の
政
太
夫
の
門
弟
で
、
後

に
政
太
夫
（
四
代
）
名
を
襲
名
す
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
い
は
師
匠

と
と
も
に
通
信
使
へ
の
特
設
舞
台
を
務
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
果
た
し
て
大
物
役
者
の
竹
本
政
太
夫
が
わ
ざ
わ
ざ
大
坂
か

ら
江
戸
へ
く
だ
り
、
そ
れ
も
由
緒
あ
る
「
義
太
夫
」
に
近
い
名
に

変
え
て
ま
で
舞
台
を
務
め
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
役

者
は
、
依
然
と
し
て
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
通
信
使
へ
披
露
さ
れ
た
人
形
浄
瑠
璃
は
、
役

者
名
か
ら
み
て
享
保
期
・
延
享
期
の
東
風
（
大
坂
豊
竹
座
）
系
統

か
ら
、
宝
暦
期
に
な
っ
て
西
風
（
大
坂
竹
本
座
）
系
統
へ
転
じ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
一
般
に
、
東
風
は
音
楽
性
豊
か
で
派
手
好
み

と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
西
風
は
写
実
性
を
重
視
す
る
た
め
地

味
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
延
享
期
に
較
べ
、
宝
暦
期
の

人
形
浄
瑠
璃
が
地
味
傾
向
な
の
は
こ
う
し
た
芸
風
の
特
徴
が
関
係

し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
視
覚
的
要
素
の
高
い
見
世

物
風
の
演
目
が
好
ま
れ
る
舞
台
に
お
い
て
、
浄
瑠
璃
の
音
楽
性
の

違
い
が
ど
こ
ま
で
参
会
者
の
耳
に
届
い
た
か
は
甚
だ
疑
わ
し
い
こ

と
で
あ
る
。

２

猿
回
し

享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
十
一
月
、
江
戸
城
二
の
丸
で
演
じ
ら

れ
た
辰
松
八
郎
兵
衛
率
い
る
手
妻
人
形
の
一
座
は
、
そ
の
番
付
三

に
「
猿
の
か
る
わ
ざ
」
を
登
場
さ
せ
て
、
将
軍
吉
宗
親
子
の
大
好

評
を
博
し
て
い
る
（
11
）
。
大
道
芸
な
が
ら
も
、
猿
回
し
は
観
客
の
身
分

の
上
下
を
問
わ
ず
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
愛
好
す
る
娯
楽
物
で
あ

る
（
12
）。前

記
の
よ
う
に
、
猿
回
し
は
江
戸
藩
邸
で
の
通
信
使
饗
応
の
場

に
定
番
の
よ
う
に
登
場
す
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
延
享
期
・
宝

暦
期
の
両
期
と
も
に
上
演
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
延
享
期
は
突
然

の
降
雨
に
見
ま
わ
れ
て
、
庭
で
見
物
し
て
い
た
中
官
・
下
官
ら
が

騒
ぎ
だ
し
た
こ
と
か
ら
、
途
中
で
中
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
と
記
録
に
あ
る
（
後
出
【
史
料
２
】）。

右
見
物
事
、
朝
鮮
人
は
猿
廻
し
を
好
ミ
候
故
、
此
度
も
第
一

ニ
御
仕
度
有
之
候
、
然
処
芸
事
初
り
中
比
ニ
余
程
雨
降
り
、

中
官
・
下
官
騒
申
候
、
左
様
之
儀
ニ
候
哉
、
猿
芸
は
余
り
望

不
被
存
候
と
之
事
ニ
而
相
止
、
人
形
か
ら
く
り
斗
番
組
之
通

不
残
見
物
被
仕
、

雨
の
降
り
出
し
が
「
芸
事
初
り
中
比
」
と
あ
り
、
ど
こ
ま
で
猿
回

し
の
演
技
が
行
わ
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
予
定
さ
れ
た
全

演
技
内
容
を
上
演
順
に
整
理
し
た
の
が
【
表
４
】
で
あ
る
。

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能
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こ
れ
を
み
る
と
、
順
番
は
異
な
る
が
、
両
時
期
と
も
に
題
名
の

同
じ
一
〇
種
類
の
演
技
が
披
露
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
最

後
ま
で
上
演
さ
れ
た
宝
暦
期
の
事
例
で
み
る
と
、「
長
崎
お
ど

り
」「
若
衆
（
丹

前
）

た
ん
ぜ
ん
」「
か
し
ま
お
ど
り
」「
獅
子
の
乱
曲
」「
竹

の
曲
」「
篭
ぬ
け
蛇
ば
ら
」「
五
尺
手
拭

附
潮
く
み
」「
鳥
さ

し
」「
さ
く
ら
川
」「
輪
ぬ
け
」
と
あ
り
、
こ
の
う
ち
「
篭
ぬ
け
蛇

ば
ら
」
は
前
出
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
演
じ
ら
れ
た
長
崎
渡

来
の
軽
業
「
籠
抜
」
を
連
想
さ
せ
る
。
十
六
年
前
の
延
享
期
と
同

じ
題
名
の
演
技
が
組
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
一
系
譜
の

猿
芸
集
団
が
呼
ば
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
（
13
）
。

表
に
よ
る
と
こ
の
一
座
を
率
い
た
の
が
、「
津
国
屋
吉
右
衛

門
」
な
る
者
で
あ
る
。
猿
回
し
の
親
方
か
手
配
師
か
判
然
と
し
な

い
が
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
江
戸
に
猿
飼
が
一
五
軒
、

関
東
全
域
で
は
五
一
軒
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
（
14
）
、
そ
の
な
か
の
一
人

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
演
技
は
、「
緑
」「
若
松
」「
小
柳
」
と
い

う
名
の
三
疋
の
猿
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
二
疋
の
猿
が
演
じ
る
「
連

舞
」
は
延
享
期
の
計
画
で
は
四
種
だ
っ
た
も
の
が
、
宝
暦
期
に

「
若
衆
た
ん
ぜ
ん
」「
さ
く
ら
川
」
を
連
舞
に
変
え
て
六
作
品
と
し

て
い
る
。
近
世
猿
回
し
に
関
す
る
専
門
研
究
は
少
な
く
、
猿
の
名

前
を
含
め
て
具
体
的
な
演
技
内
容
が
判
明
す
る
貴
重
な
史
料
と
い

え
る
。

３

松
井
源
水
一
座

松
井
源
水
に
よ
る
大
道
芸
は
、
宝
暦
期
に
限
り
演
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

【表４】 延享期（１７８４年）・宝暦期（１７６４年）の猿回し
（上演順）

宝暦期（１７６４年）
津国屋吉右衛門

連舞 若松・小柳
連舞 若松・小柳
連舞 若松・小柳
連舞 若松・小柳

緑
若松

連舞 若松・小柳

緑
連舞 若松・小柳

緑

史料 【表２】【表３】に同じ

「長崎おどり」
「若衆たんぜん」
「かしまおどり」
「獅子の乱曲」
「竹の曲」
「篭ぬけ蛇ばら」
「五尺手拭」
附 潮くみ

「鳥さし」
「さくら川」
「輪ぬけ」

延享期（１７８４年）

連舞２疋
１疋
１疋

連舞２疋
連舞２疋
連舞２疋

１疋
１疋
１疋
１疋

「長崎女おどり」
「さくら川」
「若衆たんぜん」
「かしまおどり」
「獅子のらんぎょく」
「五尺手ぬぐい」
附り しほくみ

「輪ぬけ」
「かごぬけ」
「鳥さし」
「竹のきょく」

史
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松
井
源
水
は
通
称
九
兵
衛
、
浅
草
田
原
町
に
居
住
し
て
浅
草
寺

う
い
ろ
う

境
内
に
定
見
世
を
構
え
、
越
中
富
山
の
反
魂
丹
や
小
田
原
外
郎
・

よ
う
じ

こ

ま

歯
磨
き
楊
枝
売
り
（
15
）
の
人
寄
せ
に
、
曲
独
楽
や
枕
返
し
（
後
出
）
な

や

し

ど
の
大
道
芸
を
披
露
す
る
香
具
師
の
仲
間
で
あ
る
（
16
）
。
松
井
源
水
の

名
が
世
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
将
軍
徳
川
家
重
・
家

治
親
子
が
そ
れ
ぞ
れ
の
幼
少
期
に
、
浅
草
寺
詣
で
に
か
こ
つ
け
て

そ
の
曲
芸
を
上
覧
し
た
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
「
松
井
源
水
所

蔵
御
上
覧
之
記
（
17
）
」
に
よ
る
と
、

家
重
公
様
享
保
十
一
年
午
ノ
十
一
月
十
三
日
浅
草
寺
御
本
堂

ニ
而
始
而
古
満
枕
之
曲
御
上
覧
被
為
仰
付
候
。
白
銀
壹
枚
被

為
下
之
候
。
御
掛
伊
奈
半
左
衛
門
様
。

こ

ま

と
あ
り
、
初
め
て
家
重
が
「
古
満
枕
之
曲
」
を
見
た
の
が
享
保
十

一
年
（
一
七
二
六
）
一
六
歳
の
時
と
さ
れ
る
。
家
重
の
上
覧
は
計

三
回
だ
っ
た
が
、
家
治
は
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
り
、
初
回
の
延

享
四
年
（
一
七
四
七
）
一
一
歳
の
時
以
降
、
将
軍
職
に
就
任
し
た

翌
年
の
宝
暦
十
一
年
（
一
七
六
一
）
ま
で
、
計
七
回
の
上
覧
が
知

ら
れ
て
い
る
（
18
）
。
宝
暦
期
通
信
使
の
出
し
物
に
松
井
源
水
の
大
道
芸

が
組
み
込
ま
れ
た
の
は
、
時
の
将
軍
が
愛
好
す
る
庶
民
芸
能
で
あ

っ
た
た
め
と
解
さ
れ
る
。

【
表
５
】
は
、
こ
の
と
き
の
演
題
と
演
者
で
あ
る
。
ま
ず
演
題

か
ら
み
て
い
く
と
、「
こ
ま
の
曲
」「
枕
の
曲
」「
手
づ
ま
」「
金
輪

作
り
物
」「
布
さ
ら
し
」
と
あ
り
、
松
井
源
水
が
得
意
と
す
る
曲

独
楽
と
枕
の
曲
芸
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
曲
独
楽
と
は
、
元
禄

十
三
年
（
一
七
〇
〇
）
京
都
で
流
行
っ
た
博
多
独
楽
の
流
れ
を
汲

む
独
楽
回
し
が
江
戸
へ
伝
わ
り
、
こ
れ
を
四
代
目
松
井
源
水
が
大

道
芸
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
（
19
）
、【
図
３
】
の
よ
う
に
大
独
楽
を
使

っ
た
か
な
り
見
応
え
あ
る
曲
芸
で
あ
る
。
ま
た
「
枕
の
曲
」
は

「
枕
返
し
」
と
も
称
し
、
中
国
の
「
弄
枕
」
と
い
う
散
楽
雑
戯
に

由
来
す
る
と
い
う
（
20
）
。『
和
漢
三
才
図
会
』（
巻
十
六
、
弄
丸
）
に

「
一
種
弄
枕
あ
り
、
木
枕
十
箇
を
も
っ
て
竪
に
相
重
ね
、
こ
れ
を

捧
げ
て
恰
も
一
柱
の
ご
と
し
、
中
好
き
所
の
枕
を
抜
き
去
り
数
次

皆
然
り
や
、
数
品
の
弄
枕
あ
り
」
と
あ
り
、【
図
４
】
の
よ
う
に

四
角
の
木
枕
を
重
ね
て
抜
き
取
る
手
業
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
他

の
も
の
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。

手
づ
ま
…
先
述
し
た
「
放
下
」
に
同
じ
。
手
品
の
こ
と
。

【表５】 宝暦期（１７６４年）
松井源水の大道芸

「こまの曲」
「枕の曲」
「手づま」
「金輪作り物」
「布さらし」

松井源水
松井傳九郎
松井九十郎
松井八三郎
松井権十郎
松井庄次郎
松井利介

史料 【表３】に同じ

演題

演者

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

六
一
（
六
一
）



金
輪
作
り
物
…「
金
輪
遣
い
（
21
）
」
と
思
わ
れ
る
。
つ
な
ぎ
目
の
な

い
金
輪
五
、六
個
を
、
か
け
声
と
共
に
通
し
て
何
か
の
形
を

作
る
。

布
さ
ら
し
…
両
手
に
持
っ
た
長
い
布
を
、
洗
い
晒
す
よ
う
な
仕

草
で
曲
に
あ
わ
せ
て
踊
る
。

演
者
は
、
松
井
源
水
以
下
、
松
井
傳
九
郎
・
松
井
九
十
郎
・
松

井
八
三
郎
・
松
井
権
十
郎
・
松
井
庄
次
郎
・
松
井
利
介
の
、
以
上

七
名
の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
松
井
」
姓
の
役
者

名
を
名
乗
り
、
お
そ
ら
く
浅
草
寺
の
定
見
世
で
一
座
を
組
ん
で
い

た
仲
間
と
考
え
ら
れ
る
が
、
源
水
以
外
素
性
は
ま
っ
た
く
分
か
ら

な
い
。
通
信
使
の
宿
所
は
浅
草
東
本
願
寺
と
定
ま
っ
て
お
り
、
松

井
源
水
の
定
見
世
に
極
め
て
近
い
が
、
自
由
に
外
出
の
許
さ
れ
な

い
一
行
に
と
っ
て
、
初
め
て
目
に
す
る
大
道
芸
の
数
々
で
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。

【
図
３
】
松
井
源
水
の
独
楽
曲

【
図
４
】
枕
返
し

宮
尾
し
げ
を
他
『
江
戸
庶
民
街
芸
風
俗
誌
』
よ
り

朝
倉
無
聲
『
見
世
物
研
究
』
よ
り

史
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註（
１
）
浦
部
幹
資
「
人
形
と
舞
台
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽
第
９

巻
『
黄
金
時
代
の
浄
瑠
璃
と
そ
の
後
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八

年
）
七
五
〜
八
四
頁
。

（
２
）
鈴
木
棠
三
編
対
馬
叢
書
『
宗
氏
家
譜
略
』。

（
３
）
『
用
明
天
王
職
人
鑑
』
は
、
宝
永
二
年
（
一
七
〇
六
）
大
坂
竹

本
座
で
初
演
さ
れ
、「
か
ら
く
り
」
の
多
用
が
評
判
を
呼
ん
だ
顔
見

世
興
行
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
三
段
目
「
鐘
入
り
の
段
」
第
二

場
に
、
高
砂
尾
上
の
松
原
で
海
中
か
ら
引
き
揚
げ
た
鐘
の
供
養
が

行
わ
れ
る
（『
人
形
浄
瑠
璃
舞
台
史
』
八
木
書
店
、
一
九
九
一
年
、

一
六
六
〜
一
七
一
頁
、
四
八
一
頁
）。
こ
の
作
品
名
は
、
内
山
美
樹

子
氏
（
早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
）
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
４
）
『
義
太
夫
年
表
』
近
世
篇
・
別
巻
（
一
九
七
九
年
、
一
九
九
〇

年
、
八
木
書
店
）
参
照
。

（
５
）
『
義
太
夫
年
表
』
か
ら
藤
井
藤
重
郎
と
藤
井
藤
治
郎
の
名
は
確

認
で
き
な
い
。
当
時
、
大
坂
豊
竹
座
で
藤
井
小
三
郎
が
人
形
師
と

し
て
活
躍
し
て
お
り
、
そ
の
一
門
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
６
）
渕
田
裕
介
「
江
戸
の
人
形
浄
瑠
璃
界
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・

文
楽
第
９
巻
、
前
掲
註
１
）
一
九
〇
〜
一
九
二
頁
。

（
７
）
細
川
夫
人
は
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四
）
閏
四
月
に
死
去
し
、
宝

暦
期
通
信
使
を
饗
応
す
る
藩
主
宗
義
暢
が
正
室
お
元
（
高
松
城
主

松
平
頼
�
娘
、
通
称
高
松
夫
人
）
を
迎
え
た
の
が
安
永
六
年
（
一

七
七
七
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
間
の
藩
主
の
正
室
・
側
室
は
い

ず
れ
も
対
馬
住
ま
い
で
、
細
川
夫
人
没
後
二
〇
年
間
以
上
、
正
室

の
不
在
期
間
が
続
い
た
（『
宗
氏
家
譜
略
』）。

（
８
）
『
義
太
夫
年
表
』（
前
掲
註
３
）
三
四
二
頁
。
こ
の
こ
ろ
の
江
戸

の
人
形
浄
瑠
璃
界
は
、
肥
前
座
と
外
記
座
（
薩
摩
座
、
座
主
は
三

代
肥
前
掾
の
門
人
の
二
代
目
豊
竹
新
太
夫
）
が
比
較
的
経
営
が
安

定
し
て
い
る
も
の
の
、
結
城
座
・
土
佐
座
・
辰
松
座
は
興
行
と
休

座
を
繰
り
返
し
て
い
た
（
渕
田
裕
介
「
江
戸
の
人
形
浄
瑠
璃
界
」

前
掲
註
６
、
一
八
八
頁
、
一
九
三
〜
一
九
五
頁
）。

（
９
）
和
田
修
「
江
戸
古
浄
瑠
璃
の
衰
退
と
歌
舞
伎
」（
岩
波
講
座
歌

舞
伎
・
文
楽
第
７
巻
『
浄
瑠
璃
の
誕
生
と
古
浄
瑠
璃
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）
二
五
九
頁
。

（
１０
）
渕
田
裕
介
「
江
戸
の
人
形
浄
瑠
璃
界
」
前
掲
註
６
、
一
九
一
頁
、

一
九
五
頁
。

（
１１
）
『
古
事
類
苑
』
楽
舞
部
二
十
、
三
六
三
〜
三
六
四
頁
。「
猿
の
か

る
わ
ざ
」
は
、
当
日
の
演
目
の
な
か
で
最
も
好
評
を
博
し
た
よ
う

で
、「
猿
の
か
る
わ
ざ
御
好
ニ
付
又
々
致
候
事
」
と
あ
り
、
全
演
目

終
了
後
に
ア
ン
コ
ー
ル
を
乞
わ
れ
て
再
度
演
技
し
た
こ
と
が
記
録

さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
猿
は
昔
か
ら
厩
の
守
護
神
と
さ
れ
、
徳
川
家
康
の
愛
馬
の
病
平

癒
に
駿
河
の
猿
回
し
が
一
役
か
っ
た
と
い
う
故
事
が
あ
る
。
家
康

の
江
戸
入
り
に
際
し
浅
草
猿
屋
町
に
居
地
を
賜
り
、
ま
た
隠
居
時

は
駿
府
へ
移
り
住
み
、
そ
の
関
係
か
ら
日
光
東
照
宮
の
厩
の
猿
の

彫
刻
な
ど
、
家
康
と
猿
に
ま
つ
わ
る
逸
話
は
多
い
。
詳
細
は
織
田

紘
二
「
猿
ま
わ
し
の
系
譜
」（
七
）（『
藝
能
』
一
九
六
七
年
十
月
号

収
録
、
近
世
大
道
芸
人
資
料
１４
）
三
五
頁
。

（
１３
）
織
田
紘
二
「
猿
ま
わ
し
の
系
譜
」（
九
）（『
藝
能
』
一
九
六
八

年
七
月
号
収
録
、
近
世
大
道
芸
人
資
料
２０
、
四
一
頁
）
に
よ
る
と
、

駿
河
の
猿
芸
集
団
の
出
し
物
に
「
女

（
舞
）

ま
い
」「
男
ま
い

（
丹

前
）

た
ん
ぜ
い
」

「
花
お
と
り
」「

（
獅

子

の

舞
）

し
し
の
ま
へ
」
な
ど
と
あ
り
、
通
信
使
上
覧
の
演

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能
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四
、
通
信
使
「
使
行
録
」
に
み
る
庶
民
芸
能

以
上
、
主
と
し
て
宗
家
記
録
「
通
信
使
記
録
」
か
ら
、
通
信
使

の
上
覧
に
供
し
た
庶
民
芸
能
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、

最
後
に
通
信
使
側
の
記
録
「
使
行
録
」
か
ら
、
観
客
（
通
信
使
）

の
反
応
を
探
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
初
め
て
芸
能
披
露
が
な
さ
れ
た
寛
永
二
十
年
（
一
六
四

三
）
の
記
録
『
癸
未
東
槎
録
』
か
ら
み
て
い
く
。
こ
の
年
は
日
本

暦
が
一
日
早
く
、
対
馬
藩
邸
の
供
応
の
場
面
は
、
七
月
二
十
一
日

の
出
来
事
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
（
1
）
。

二
十
一
日
壬
子
晴
、
留
江
戸
、
島
主
設
宴
、
請
使
臣
往
其
家
、

屋
宇
宏
麗
、
同
諸
執
政
之
第
、
入
中
堂
行
振
舞
、
又
移
宴
後

堂
、
堂
前
有
池
、
池
上
有
楽
庁
、
屏
帳
侈
美
、
僭
擬
於
関
白
、

行
酒
進
楽
、
舞
童
優
戯
、
盛
於
関
白
之
所
、

こ
れ
に
よ
る
と
、
筆
者
（
姓
名
不
詳
）
は
初
め
に
対
馬
藩
邸
の
広

大
で
壮
麗
な
様
子
と
、
池
の
上
に
設
け
た
舞
台
に
屏
風
や
幕
を
張

っ
た
美
し
い
し
つ
ら
え
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
日
の
出
し
物
の

一
つ
で
あ
る
少
年
ら
に
よ
る
童
男
歌
舞
伎
に
つ
い
て
は
、「
舞
童

優
戯
」（
少
年
の
役
者
が
戯
れ
て
舞
う
）
と
簡
単
に
記
述
す
る
も

の
の
、
後
年
の
若
衆
歌
舞
伎
に
示
し
た
よ
う
な
嫌
悪
感
は
感
じ
取

れ
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
舞
台
に
つ
い
て
「
僭
擬
於
関
白
」

技
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

（
１４
）
織
田
紘
二
「
猿
ま
わ
し
の
系
譜
」（
四
）（『
藝
能
』
一
九
六
八

年
一
月
号
収
録
、
近
世
大
道
芸
人
資
料
１４
）
三
四
頁
。

（
１５
）
宗
田
一
『
日
本
の
名
薬
』（
八
坂
書
房
、
一
九
九
三
年
）
五
二

頁
。
反
魂
丹
は
居
合
抜
き
で
有
名
な
松
井
源
左
衛
門
、
松
井
源
水

は
歯
磨
き
関
係
の
品
と
す
る
説
も
あ
る
（
光
田
憲
雄
『
江
戸
大
道

芸
人
』
つ
く
ば
ね
舎
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
六
〜
一
八
六
頁
）。

と
な
み

（
１６
）
松
井
源
水
は
越
中
国
礪
波
の
出
身
で
、
元
祖
元
長
が
反
魂
丹
製

造
を
始
め
、
二
代
目
の
道
三
が
武
田
信
玄
よ
り
売
薬
許
可
の
朱
印

状
を
賜
っ
た
（『
浅
草
寺
志
』
下
巻
、
巻
十
八
、
浅
草
寺
出
版
部
、

一
九
四
二
年
、
六
二
〇
〜
六
二
五
頁
）
と
さ
れ
る
が
、
実
際
の
と

こ
ろ
は
良
く
分
か
ら
な
い
。『
浅
草
寺
志
』
上
巻
、
巻
四
（
浅
草
寺

出
版
部
、
一
九
三
九
年
、
二
一
九
頁
）
に
、
浅
草
寺
本
堂
の
側
に

あ
っ
た
「
松
井
源
水
店
地
圖
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
１７
）
『
浅
草
寺
志
』
下
巻
（
前
掲
註
１６
）
六
二
五
頁
所
収
。

（
１８
）
『
浅
草
寺
志
』
下
巻
（
前
掲
註
１６
）
お
よ
び
『
徳
川
実
紀
』
惇

信
院
殿
御
実
紀
・
浚
明
院
殿
御
実
紀
（『
新
訂
増
補
國
史
大
系
』

４６
・
４７
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
）
の
記
事
を
照
合
。

（
１９
）
朝
倉
無
聲
『
見
世
物
研
究
』（
思
文
閣
出
版
復
刻
版
、
一
九
七

七
年
）
九
三
〜
九
六
頁
。

（
２０
）
朝
倉
無
聲
『
見
世
物
研
究
』（
前
掲
註
１９
）
二
一
頁
。

（
２１
）
朝
倉
無
聲
『
見
世
物
研
究
』（
前
掲
註
１９
）
二
九
八
頁
。

史
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（
将
軍
を
真
似
る
）、
あ
る
い
は
踊
り
に
つ
い
て
「
盛
於
関
白
之

所
」（
将
軍
の
所
よ
り
も
盛
ん
）
と
い
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

こ
れ
は
一
昨
日
（
朝
鮮
暦
十
八
日
）、
国
書
奉
呈
後
に
江
戸
城

で
観
た
能
・
狂
言
と
の
比
較
で
あ
る
。
実
は
こ
の
筆
者
こ
そ
、
十

八
日
の
記
述
で
能
・
狂
言
を
大
道
芸
の
ご
と
き
「
雑
戯
」
と
断
じ
、

「
鼓
笛
喧
轟
」「
耳
目
不
及
、
其
為
雑
乱
不
欲
観
賞
」（
鼓
や
笛
が

喧
し
く
轟
き
…
…
耳
目
に
及
ば
ず
、
そ
の
雑
乱
た
る
や
観
た
い
と

も
思
わ
な
い
）
と
、
こ
ち
ら
は
か
な
り
手
厳
し
く
む
し
ろ
嫌
悪
感

を
滲
ま
せ
た
表
現
で
記
述
し
た
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
れ

ば
、
対
馬
藩
邸
で
の
上
覧
も
の
は
遊
び
感
覚
と
し
て
の
趣
向
が
凝

ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
宗
家
側
の
記
録
に
「
信
使
為
座

興
詩
数
篇
被
作
」（
一
章
前
出
）
と
あ
る
よ
う
に
、
通
信
使
も
試

作
の
興
に
乗
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。『
癸
未
東
槎
録
』
の
行
間
か

ら
、
初
め
て
目
に
し
た
日
本
の
庶
民
芸
能
を
、
好
意
的
に
と
ら
え

る
通
信
使
の
視
線
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
、
義
太
夫
節
を
人
形
浄
瑠
璃
に
取
り
入
れ
た
享
保
期
以
降

の
人
形
遣
い
に
は
、
ど
の
よ
う
な
反
応
が
み
ら
れ
る
の
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
享
保
期
（
一
七
一
九
年
）
若
衆
歌
舞
伎
に
嫌
悪

感
を
示
し
た
申
維
翰
が
、『
海
游
録
』
の
な
か
で
極
め
て
詳
細
な

記
述
を
残
し
て
い
る
。
ま
ず
、
人
形
戯
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
（
2
）
。

か
い
ら
い

楽
が
止
ま
る
と
雑
戯
が
出
た
。
我
国
の
傀
儡
（
あ
や
つ
り
人

と
ば
り

形
）
の
よ
う
な
観
で
あ
る
。
廊
中
に
帳
を
設
け
て
い
る
。
人

が
児
を
抱
い
て
出
て
く
る
が
、
と
て
も
美
し
く
可
愛
ら
し
い
。

緩
や
か
に
舞
う
間
に
、
児
が
化
け
て
剣
に
な
っ
た
。
剣
の
色

は
光
り
耀
い
て
い
る
。
そ
の
背
を
弾
い
て
こ
れ
を
引
き
抜
く

と
、
ま
た
化
け
て
奇
花
と
な
り
枝
に
満
ち
る
。
こ
れ
を
吹
い

て
散
ら
せ
ば
、
秋
風
に
落
ち
る
葉
と
な
る
。
ま
た
華
や
か
な

金
色
の
家
が
あ
り
、
だ
し
ぬ
け
に
帳
の
あ
た
り
に
立
ち
上
が

り
、
そ
れ
が
化
け
物
の
よ
う
に
も
、
ま
た
見
よ
う
に
よ
っ
て

は
仏
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
中
に
灯
り
が
と
も
る
が
人
が
お

ら
ず
、
ひ
と
り
で
に
燃
え
て
い
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
こ

と
ご
と
く
落
葉
と
な
っ
て
紛
々
と
落
ち
る
。
こ
う
し
た
も
の

が
数
種
類
、
細
々
と
し
た
幻
怪
も
の
で
、
ど
れ
も
目
を
と
め

る
に
価
し
な
い
。

筆
者
は
、
最
後
に
「
目
を
と
め
る
に
価
し
な
い
」
な
ど
と
評
し
た

割
に
は
、
結
構
、
こ
と
細
や
か
に
演
技
の
内
容
を
書
き
留
め
て
い

る
。
こ
れ
は
「
手
妻
か
ら
く
り
」
と
い
う
、
手
で
操
る
人
形
芝
居

の
「
手
妻
」
に
、
細
工
人
形
に
よ
る
「
か
ら
く
り
」
の
技
術
を
取

り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
児
が
化
け
て
剣
に
な
っ
た
」「
ま
た
化

け
て
奇
花
と
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人
形
が
何
物
か
に
一
瞬
の

う
ち
に
変
化
す
る
と
こ
ろ
が
手
妻
の
一
番
の
見
せ
場
と
さ
れ
て
い

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

六
五
（
六
五
）



る
（
3
）。こ

の
人
形
戯
の
背
後
で
奏
で
ら
れ
る
義
太
夫
節
に
よ
る
浄
瑠
璃

語
り
と
楽
器
に
つ
い
て
も
、
申
維
翰
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い

る
（
4
）。

楽
手
が
五
、六
人
、
琵
琶
・
笛
・
腰
鼓
を
手
に
一
行
の
前
に

け
い
き
ん

列
座
し
た
。
歌
者
も
ま
た
数
人
い
る
。
琵
琶
は
我
国
の
�
琴

ば
ち

は
じ

ほ
と
ぎ

（
胡
弓
）
の
よ
う
で
、
腹
部
の
絃
を
撥
で
弾
く
。
鼓
は
缶

も
ち
あ

（
腹
が
太
い
瓶
）
形
に
し
て
小
さ
く
、
左
手
で
そ
の
腰
を
提

か
つ

つ

な
で

げ
、
肩
の
上
に
担
い
で
右
手
で
そ
の
一
面
を
撞
く
。
缶
を
�

て
は
必
ず
狂
呼
叱
咤
（
狂
っ
た
よ
う
に
大
声
で
叫
ぶ
）
し
、

興
に
乗
れ
ば
股
を
打
っ
て
む
せ
び
な
き
、
声
は
犬
が
吠
え
鶴

が
鳴
く
よ
う
で
、
思
わ
ず
失
笑
し
て
し
ま
っ
た
。
笛
の
長
さ

は
一
尺
に
満
た
ず
孔
が
あ
り
、
こ
れ
を
吹
け
ば
秋
草
に
コ
オ

ひ
ら

ロ
ギ
が
鳴
く
よ
う
だ
。
歌
者
は
前
に
冊
を
置
き
、
披
い
て
唱

ぼ
ん
ば
い

す
る
。
ま
る
で
読
書
を
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
声
は
梵
唄

（
曲
調
に
の
せ
て
経
文
を
唱
詠
す
る
こ
と
）
に
似
て
い
る
。

け
い
き
ん

こ
こ
に
い
う
「
琵
琶
」
と
は
、
朝
鮮
の
�
琴
（
胡
弓
）
の
よ
う
だ

と
あ
る
こ
と
か
ら
「
三
味
線
」
に
相
違
な
い
。

日
本
の
人
形
戯
は
早
く
か
ら
浄
瑠
璃
（
音
曲
語
り
物
）
と
結
び

つ
き
、
や
が
て
「
操
り
人
形
」「
浄
瑠
璃
」「
三
味
線
」
の
三
要
素

が
結
集
し
た
独
自
の
人
形
浄
瑠
璃
が
広
く
民
衆
に
迎
え
入
れ
ら
れ

て
い
た
。
と
く
に
元
禄
期
（
一
六
八
八
〜
一
七
〇
三
年
）
の
大
坂

で
は
、
近
松
門
左
衛
門
が
独
特
の
義
太
夫
節
で
知
ら
れ
る
竹
本
義

太
夫
と
提
携
す
る
こ
と
で
戯
曲
内
容
を
飛
躍
的
に
発
展
さ
せ
、
こ

の
新
時
代
の
庶
民
芸
能
が
江
戸
へ
進
出
し
た
ば
か
り
の
辰
松
八
郎

兵
衛
に
よ
っ
て
通
信
使
の
上
覧
に
供
し
た
こ
と
は
、
先
述
し
た
通

り
で
あ
る
。
日
本
の
芸
能
文
化
史
上
、
画
期
的
と
も
い
え
る
こ
の

新
し
い
芸
術
と
の
遭
遇
に
、
申
維
翰
は
「
思
わ
ず
失
笑
し
て
し
ま

っ
た
」
と
す
る
が
、
そ
こ
に
も
や
は
り
嫌
悪
感
は
み
ら
れ
な
い
。

直
前
に
演
じ
ら
れ
た
若
衆
歌
舞
伎
の
不
評
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
耳

つ
づ
み

は
奏
で
る
音
楽
に
傾
け
ら
れ
、「
鼓
」
を
「
狂
呼
叱
咤
」
し
て

「
む
せ
び
な
き
」
な
が
ら
打
つ
仕
草
、「
笛
」
の
音
色
、
梵
唄
に
似

た
「
歌
者
」
の
様
子
な
ど
が
、
鋭
い
観
察
眼
に
よ
っ
て
描
か
れ
て

い
る
。
人
形
浄
瑠
璃
を
こ
こ
ま
で
細
部
に
わ
た
っ
て
記
述
し
た

「
使
行
録
」
は
な
く
、
申
維
翰
の
文
化
人
と
し
て
の
感
性
の
深
さ

を
物
語
っ
て
い
る
。『
海
游
録
』
か
ら
も
、
日
本
の
庶
民
芸
能
に

対
す
る
異
国
人
の
熱
い
視
線
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
海
游
録
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
そ
の
他
の
「
使
行
録
」
に
も

庶
民
芸
能
上
覧
に
関
す
る
記
事
が
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
明
暦
期

（
一
六
五
五
年
）
に
従
事
官
を
務
め
た
南
壺
谷
は
、
使
行
録
『
扶

桑
録
（
5
）
』
に

且
設
戯
子
、
所
謂
戯
子
者
如
我
国
倡
優
、
中
国
幻
術
之
類
、

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

六
六
（
六
六
）



而
其
国
之
盛
礼
也
、

と
記
し
、
役
者
を
朝
鮮
の
「
倡
優
」
に
た
と
え
、
こ
の
日
の
出
し

物
の
一
つ
で
あ
る
放
下
（
奇
術
）
に
つ
い
て
は
「
中
国
幻
術
之

類
」
と
し
て
そ
の
伝
来
の
源
流
を
探
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し

た
芸
能
を
披
露
す
る
こ
と
は
「
其
国
之
盛
礼
」（
そ
の
国
の
礼
儀

が
充
分
に
備
わ
っ
て
い
る
）
と
評
価
し
て
い
る
。

時
代
は
降
る
が
宝
暦
期
（
一
七
六
四
年
）
の
正
使
と
な
っ
た
趙

�
の
『
海
槎
日
記
』
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
（
6
）
。

前
庭
に
五
、六
間
の
舞
台
を
新
造
し
、
そ
こ
に
腰
掛
け
を
並

す
だ
れ

べ
、
浅
黄
色
の
簾
、
錦
の
幕
、
紅
い
毛
氈
が
掛
か
っ
て
い
る
。

演
じ
た
雑
戯
は
数
十
件
で
、
或
い
は
棚
戯
、
或
い
は
幻
術

（
手
品
）
が
奇
々
怪
々
、
千
態
万
状
（
様
々
な
形
）
で
総
て

笑
う
べ
き
も
の
で
、
ど
れ
も
記
す
ま
で
も
な
い
。

「
棚
戯
」
は
人
形
浄
瑠
璃
の
こ
と
、
ま
た
「
幻
術
が
奇
々
怪
々
、

千
態
万
状
で
総
て
笑
う
べ
き
も
の
」
と
は
、
こ
の
日
演
じ
た
松
井

源
水
ら
に
よ
る
大
道
芸
を
指
し
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
舞
台

の
広
さ
を
「
五
、六
間
」
と
記
録
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
朝
鮮
の

「
間
」
は
、
長
さ
と
家
屋
の
広
さ
の
両
方
を
示
す
単
位
で
、
舞
台

で
あ
れ
ば
正
面
の
幅
が
三
間
（
約
七
・
五
メ
ー
ト
ル
）、
奥
行
が
二

間
（
約
五
メ
ー
ト
ル
）
で
「
広
さ
六
間
」
と
な
る
（
7
）
。
ち
な
み
に
松

井
源
水
の
「
店
地
図
」
に
描
か
れ
る
大
道
芸
場
（
但
し
屋
外
）
が
、

正
面
四
間
（
約
七
・
二
メ
ー
ト
ル
）、
奥
行
三
間
（
約
五
・
四
メ
ー

ト
ル
（
8
）
）
と
あ
り
、『
海
槎
日
記
』
の
数
値
と
ほ
ぼ
符
合
す
る
。
宗

家
が
新
造
し
た
舞
台
の
広
さ
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、

仮
に
こ
の
大
き
さ
で
あ
れ
ば
相
当
な
規
模
の
舞
台
を
設
え
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

人
気
の
「
猿
回
し
」
に
つ
い
て
は
、
記
事
は
少
な
い
も
の
の
、

こ
れ
も
「
使
行
録
」
に
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
先
述
し
た
明
暦
期

（
一
六
五
五
年
）
の
南
壺
谷
は
、
特
に
猿
に
つ
い
て
『
聞
見
別

録
（
9
）』
で
と
り
あ
げ
、

我
国
所
無
者
猿
	
、
人
立
剱
舞
之
形
、
極
見
妖
怪
、

と
し
て
、
朝
鮮
で
は
見
ら
れ
な
い
猿
が
、
ま
る
で
人
の
よ
う
に
立

っ
て
剣
舞
の
形
を
と
る
様
を
「
妖
怪
」
と
評
し
て
い
る
。「
剱
舞

之
形
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
年
の
「
猿
回
し
」
で
見
た
演
目
の
一

つ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
天
和
期
（
一
六
八
二
年
）
の
上
々
官

（
訳
官
）
の
洪
禹
載
は
、
使
行
録
『
東
槎
録
（
10
）
』
に
お
い
て
、

以
戯
子
幻
術
、
猿
猴
之
徒
挑
之
千
態
、
可
謂
奇
観
矣
、

と
記
し
、「
幻
術
」（
放
下
）
と
と
も
に
「
千
態
」（
様
々
な
姿

態
）
に
挑
む
猿
を
「
奇
観
」
と
評
し
て
い
る
。

以
上
散
見
す
る
「
使
行
録
」
の
記
事
を
集
め
る
と
、
対
馬
藩
邸

で
供
さ
れ
た
庶
民
芸
能
は
、
不
評
を
か
っ
た
若
衆
歌
舞
伎
を
除
け

ば
、
大
方
の
通
信
使
随
行
員
ら
の
目
を
驚
か
せ
、
良
く
も
悪
く
も

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

六
七
（
六
七
）



関
心
を
集
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
出
し
物
の
選
定
に
「
劇
」

「
語
り
物
」
を
避
け
、
笑
っ
て
楽
し
め
る
趣
向
を
凝
ら
す
こ
と
で

遠
来
の
客
を
慰
め
よ
う
と
し
た
宗
家
側
の
意
図
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
充
分
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
馬
上
才
来
日
時
に
端
を
発
し
た
朝

鮮
使
臣
へ
の
庶
民
芸
能
披
露
は
、
寛
永
二
十
年
（
一
六
四
三
）
第

五
次
通
信
使
よ
り
江
戸
に
お
け
る
恒
例
行
事
に
組
み
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。

歴
代
の
「
通
信
使
記
録
」
の
記
事
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
演
芸
種

目
を
年
代
順
に
み
て
い
く
と
、
歌
舞
伎
に
か
わ
っ
て
人
形
浄
瑠
璃

隆
盛
の
時
代
へ
と
移
っ
て
い
く
江
戸
文
化
変
遷
の
歴
史
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
近
世
中
期
、
江
戸
で
は
こ
れ
ま
で

の
古
浄
瑠
璃
に
か
わ
っ
て
大
坂
発
祥
の
義
太
夫
節
を
取
り
入
れ
た

註（
１
）
筆
者
不
明
『
癸
未
東
槎
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅴ
）
七
月
二
十

一
日
条
。

（
２
）
樂
止
而
雜
戯
出
、
如
我
國

【
傀
】	

儡
之
觀
、
設
帳
於
廊
中
、
抱
兒
而

出
、
婉


可
愛
、
宛
轉
間
兒
化
爲
劒
、
劒
色
瑩
耀
、
彈
其
脊
而
�

之
、
復
化
爲
奇
花
滿
枝
、
吹
而
散
之
、
則
爲
秋
風
落
葉
、
又
有
華

堂
金
屋
、
猝
起
帳
頭
、
所
見
妖
奢
、
望
如
佛
宇
、
其
中
燈
燭
、
無

人
而
自
燃
、
不
須
臾
復
盡
爲
落
葉
、
紛
紛
下
矣
、
如
是
者
數
種
、

而
纖
瑣
幻
怪
、
皆
不
堪
寓
目
、

（
３
）
山
田
和
人
「
人
形
・
か
ら
く
り
」（
岩
波
講
座
歌
舞
伎
・
文
楽

第
８
巻
『
近
松
の
時
代
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
）
二

二
六
〜
二
三
二
頁
。

（
４
）
樂
手
五
六
人
、
執
琵
琶
笛
腰
鼓
各
數
部
、
列
坐
前
行
、
歌
者
亦

數
人
、
琵
琶
�
如
我
國
�
琴
、
而
腹
有
絃
、
彈
之
以
撥
、
鼓
則
缶

形
而
小
、
左
手
提
其
腰
、
擔
在
肩
上
、
右
手
撞
其
一
面
、
所
謂
�

缶
者
、
必
狂
呼
叱
咤
、
似
是
乗
興
搏
髀
呼
嗚
之
類
、
而
聲
如
犬
�

鶴
鳴
、
不
覺
失
笑
、
笛
長
不
盈
尺
而
有
孔
、
吹
之
聲
如
秋
草
蛩
吟
、

歌
者
置
冊
干
前
、
披
冊
而
唱
、
如
讀
書
之
�
、
而
其
聲
又
似
梵
唄
、

（
５
）
南
壺
谷
『
扶
桑
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅴ
）
十
月
二
十
八
日
条
。

（
６
）
趙
�
『
海
槎
日
記
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅶ
）
三
月
五
日
条
。

前
庭
新
造
板
閣
五
六
間
、
列
置
床
架
�
簾
錦
帳
紅
氈
之
属
、
仍
呈

雑
数
十
件
、
或
以
棚
戯
、
或
試
幻
術
、
奇
奇
恠
恠
、
千
態
万
状
、

都
是
可
笑
、
皆
不
足
記
、

（
７
）
朝
鮮
一
間
（
長
さ
）
七
〜
八
尺

約
二
・
五
メ
ー
ト
ル
か
ら
算

出
。
朝
鮮
の
尺
間
に
つ
い
て
は
、
吉
田
光
男
氏
（
放
送
大
学
教

授
）
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
８
）
『
浅
草
寺
志
』
上
巻
（
浅
草
寺
出
版
部
、
一
九
三
九
年
）
二
一

九
頁
。
日
本
一
間
（
長
さ
）
六
尺

約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
算

出
。

（
９
）
南
壺
谷
『
見
聞
別
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅵ
）
畜
産
。

（
１０
）
洪
禹
載
『
東
槎
録
』（
国
訳
海
行
�
載
Ⅵ
）
九
月
七
日
条
。

史
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第
八
六
巻
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・
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六
八
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六
八
）



新
進
の
人
形
浄
瑠
璃
が
大
勢
を
占
め
て
い
く
。
こ
れ
に
貢
献
し
た

有
名
な
人
形
師
辰
松
八
郎
兵
衛
が
、
第
九
次
享
保
期
（
一
七
一
九

年
）
通
信
使
饗
応
の
場
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
「
通
信
使
記

録
」
か
ら
確
認
で
き
、
意
外
に
も
辰
松
座
の
江
戸
進
出
と
朝
鮮
通

信
使
と
の
密
接
な
関
わ
り
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に

第
十
次
延
享
期
（
一
七
四
八
年
）
と
第
十
一
次
宝
暦
期
（
一
七
六

四
年
）
に
は
、「
三
人
遣
い
」
と
い
う
人
形
操
作
の
発
展
に
よ
っ

て
「
荒
事
人
形
」「
大
か
ら
く
り
」
な
ど
の
出
し
物
が
可
能
と
な

り
、
異
国
か
ら
の
客
人
へ
豪
快
な
演
芸
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
趣
向

が
凝
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
近
世
中
期
以
降
の
芸

能
披
露
は
、
人
形
浄
瑠
璃
を
メ
イ
ン
の
出
し
物
と
し
、
そ
の
前
後

に
通
信
使
好
み
の
猿
回
し
、
あ
る
い
は
松
井
源
水
一
座
ら
の
大
道

芸
で
笑
い
を
誘
う
演
目
構
成
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

そ
れ
ら
は
、
江
戸
城
で
国
書
奉
呈
を
終
え
た
使
臣
ら
全
員
の
労
い

を
目
的
に
、
対
馬
藩
宗
家
に
よ
る
「
も
て
な
し
」
感
覚
で
選
び
抜

か
れ
た
庶
民
芸
能
の
数
々
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
通
信
使
側
の
反
応
を
み
る
と
、
国
王
の
使
臣
に
対
し

て
大
道
芸
を
披
露
さ
れ
た
こ
と
に
立
腹
す
る
様
子
も
な
く
、
初
め

て
の
第
五
次
通
信
使
（
一
六
四
三
年
）
は
鑑
賞
後
に
「
座
興
」
と

称
し
て
数
篇
の
詩
を
作
る
な
ど
、
こ
の
饗
応
の
場
を
楽
し
ん
で
い

る
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
衆
道
を
連
想
さ
せ
る
若
衆
歌
舞
伎

に
嫌
悪
感
を
露
わ
に
し
た
申
維
翰
で
さ
え
、
そ
の
後
の
出
し
物
で

あ
る
人
形
浄
瑠
璃
に
つ
い
て
、「
我
国
の
傀
儡
」
に
似
て
い
る
と

し
な
が
ら
も
、
辰
松
八
郎
兵
衛
一
座
が
演
じ
る
「
幻
怪
」
な
「
手

妻
か
ら
く
り
」
に
目
を
奪
わ
れ
、「
梵
唄
」
の
よ
う
な
義
太
夫
語

り
、「
狂
呼
叱
咤
」
し
て
打
つ
鼓
に
耳
を
傾
け
る
な
ど
、
日
本
独

自
の
庶
民
芸
能
の
情
景
を
『
海
游
録
』
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
他

の
「
使
行
録
」
に
は
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
記
述
は
み
ら
れ
な
い
が
、

し
か
し
少
な
い
か
ら
と
い
っ
て
決
し
て
興
味
が
無
か
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。「
棚
戯
」「
幻
術
」「
猿
猴
之
徒
挑
之
千
態
」
の
こ
と
、

宗
家
屋
敷
の
華
麗
な
様
子
や
舞
台
の
設
え
な
ど
が
随
所
に
書
き
留

め
ら
れ
て
い
る
。
記
録
を
残
す
高
官
た
ち
の
目
線
に
立
て
ば
、
庶

民
（
下
賤
）
の
芸
は
そ
の
場
で
笑
い
と
ば
し
て
楽
し
め
ば
よ
く
、

あ
え
て
延
々
と
記
述
す
る
に
及
ば
ず
、
時
に
卑
下
し
た
文
言
を
用

い
て
い
る
の
は
、
か
れ
ら
の
範
疇
に
あ
る
「
文
化
」
と
呼
ぶ
に
価

い
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

本
稿
の
「
は
じ
め
に
」
に
記
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
通
信
使
研

究
は
「
使
行
録
」
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
書
き
手

で
あ
る
朝
鮮
高
官
の
価
値
観
に
左
右
さ
れ
た
歴
史
像
が
描
か
れ
が

ち
で
あ
る
。
長
期
に
わ
た
る
使
行
の
現
場
で
一
体
何
が
あ
っ
た
の

か
、
ま
ず
は
具
体
的
史
実
の
検
証
が
重
要
で
、
そ
れ
に
は
対
馬
藩

宗
家
が
残
し
た
膨
大
な
「
通
信
使
記
録
」
を
丹
念
に
読
み
込
む
以

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

六
九
（
六
九
）



外
に
な
い
。
日
朝
双
方
の
史
料
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
今

後
新
た
な
視
覚
か
ら
の
通
信
使
研
究
が
生
ま
れ
て
く
る
と
確
信
し

て
い
る
。

【
史
料
１
】
宗
家
記
録
『
延
享
信
使
記
録

信
使
立
御
在
府
中
毎

日
記
』（
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
）
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）

六
月
六
日
条

泰
平
町
家
正
月
手
妻
か
ら
く
り

曾
我
五
郎
時
宗

小
林
朝
比
奈

力
く
ら
へ

荒
事
人
形

手
妻
か
ら
く
り

し
や
む
ろ
嶋

妖
化
物
つ
く
し

大
か
ら
く
り

く
ら
間
山
僧
正
か
瀧

手
妻
か
ら
く
り

高
砂
尾
上
の
鐘

手
妻
操
り

猿
芸

一
長
崎
女
お
と
り

連
舞
二
疋

一
さ
く
ら
川

一
疋

一
若
衆
た
ん
せ
ん

同

一
か
し
ま
お
と
り

連

一
獅
子
の
ら
ん
き
ょ
く

同

一
五
尺
手
ぬ
く
い

附
り
し
ほ
く
ミ

同

一
輪
ぬ
け

一
疋

一
か
こ
ぬ
け

同

一
鳥
さ
し

同

一
竹
の
き
よ
く

同

囃
子
方

一
笛
壱
人

一
三
味
線
三
人

一
小
鼓
一
人

一
大
た
い
こ
壱
人

一
小
太
鼓
一
人

一
哥
上
三
人

一
口
上
壱
人

一
猿
三
疋

一
諸
道
具
長
持
八
人

一
囃
子
方
長
上
下
五
人

一
同
半
上
下
五
人

役
者
附

浄
瑠
璃

大
夫

竹
本
喜
代
太
夫

同

大
夫

豊
竹
品
太
夫

三
味
線

喜
代
竹
山
三
郎

人

形

手
妻
人
形

荒
事
人
形

森
竹
京
四
郎

同

手
妻
操
り

西
川
藤
五
郎

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

七
〇
（
七
〇
）



同

操
り
人
形

藤
井
藤
重
郎

同

操
り
人
形

西
川
重
三
郎

同

や
つ
し
操
り

藤
井
藤
治
郎

同

や
つ
し
操
り

辰
松
磯
五
郎

同

や
つ
し
操
り

辰
松
平
四
郎

同

や
つ
し
操
り

森
竹
平
八
郎

操
り
師
手
伝

四
人

【
史
料
２
】
宗
家
記
録
『
宝
暦
信
使
記
録

御
供
方
七
番
毎
日
記

御
在
府
中

坤
』（
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
）
宝
暦
十
四
年

（
一
七
六
四
）
三
月
五
日
条

手
妻
か
ら
く
り
�
役
者
附

浄
瑠
璃

竹
本
儀
大
夫

竹
本
和
大
夫

三
味
線

竹
本

左
膳

野
沢
喜
次
郎

西
川
吉
十
郎

萬
歳
笠
お
と
り

同

力
蔵

同

福
蔵

同
辰
五
郎

京
人
形
東
土
産

同
喜
三
郎

人

形

山
本
彦
三
郎

乱
曲
小
蝶
の
夢

田
中
藤
次
郎

岩
井
惣
五
郎

俵
藤
太
三
上
山
百
足
退
治

同
兵
四
郎

桐
竹
松
五
郎

西
川

善
蔵

笛

瀧
井
小
平
治

小
鼓

西
村

斧
八

大
鼓

鈴
木

幸
八

太
鼓

中
村
理
右
衛
門

こ
ま
の
曲

松
井

源
水

枕
の
曲

同
傳
九
郎

手
つ
ま

同
九
十
郎

金
輪
作
り
物

同
八
三
郎

布
さ
ら
し

同
権
十
郎

同
庄
次
郎

同

利
介

猿
諸
芸
番
附

津
国
屋
吉
右
衛
門

但
猿
三
疋

一
長
崎
お
と
り

連
舞

若
ま
つ

小
柳

一
若
衆
た
ん
せ
ん

同

小
柳

若
松

朝
鮮
通
信
使
が
見
た
庶
民
芸
能

七
一
（
七
一
）



一
か
し
ま
お
と
り

同

一
獅
子
の
乱
曲

同

一
竹
の
曲

緑

一
篭
ぬ
け
蛇
は
ら

若
松

一
五
尺
手
拭

附
潮
く
ミ

連
舞

小
柳

若
松

一
鳥
さ
し

緑

一
さ
く
ら
川

連
舞

小
柳

若
松

一
輪
ぬ
け

ミ
と
り

【
付
記
】
本
稿
は
既
発
表
論
文
「『
通
信
使
記
録
』
か
ら
み
た
使

節
団
の
庶
民
芸
能
見
物
」（
極
東
証
券
寄
付
講
座
『
文
献
学
の

世
界
』
所
収
、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
の
内

容
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
成
稿
に
あ
た
り
、
人
形
浄
瑠

璃
に
関
す
る
史
料
・
文
献
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
伊
藤
り
さ
氏

（
国
立
国
会
図
書
館
）、
作
品
名
・
役
者
名
に
つ
い
て
旧
稿
の
誤

り
を
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
内
山
美
樹
子
氏
（
早
稲
田
大
学
名

誉
教
授
）、
漢
文
意
訳
に
ご
助
言
賜
っ
た
吉
田
光
男
氏
（
放
送

大
学
教
授
）
の
諸
氏
に
深
く
感
謝
す
る
次
第
で
あ
る
。

史

学

第
八
六
巻

第
一
・
二
号

七
二
（
七
二
）


